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第１章 広域交流基盤を生かした新時代のまちづくり 

〔土地利用・都市基盤〕 

１．交流と地域の力を高める土地利用を進めます 

① 土地利用 

 

 本市は、笠間地区、友部地区、岩間地区の３つの市街地からなる「街」と、良

好な農地や集落地を中心とした「里」、山々の緑豊かな「森」から構成される特

色ある空間を有しています。 

 また、北関東自動車道などの広域交通基盤の整備が進められており、東京－東

北・福島方面と常陸那珂港・茨城空港（百里飛行場）－栃木・群馬方面といった

「陸」「海」「空」をつなぐ交通の要衝としての機能を強めており、この立地・交

通条件を効果的に活用していくことが求められます。 

 今後は、広域交流基盤を生かした新時代のまちづくりに向けて、地域特性に応

じた開発等の適切な規制・誘導を行い、豊かで美しい自然環境の保全や良好な住

環境などの維持・創出に努めるとともに、広域交流を受け止め、地域の魅力や一

体性を高めていく計画的な土地利用を進めていく必要があります。 

 また、5ヘクタールを超える大規模公有地については、今後のまちづくりの重

要な要素となるため、その活用策の検討を進めていく必要があります。 

 

 

 

【地目別土地利用状況】                                           （平成１８年１月１日現在） 

区 分 田 畑 宅地 山林 原野 雑種地 その他 

面 積 

（ha） 
2,925.7 3,525.2 2,159.8 8,914.7 207.6 1,868.5 4,423.6 

構成率 

（％） 
12.2 14.7 9.0 37.1 0.9 7.8 18.4 

                                                                   資料：税務課 
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 笠間地区、友部地区、岩間地区それぞれの特性を大切にし、本市固有の「街」

と「里」と「森」の環境を際立たせ、新たな地域の魅力と活力を高めていく計画

的かつ適正な土地利用を推進します。 

 

 

 

 

土地利用       １．計画的な土地利用の推進 

           ２．大規模公有地の有効活用 

 

 

 

 

 

 

 基本構想に即しながら、各個別計画を策定し、都市計画の総合的な推進、

農地の有効活用など、保全と開発の調和のとれた計画的な土地利用を図りま

す。 

 

〔主な取り組み〕 

◆国土利用計画（市計画）の策定 

◆都市計画マスタープランの策定 

◆農業振興地域整備計画の策定 

◆街路整備事業、都市公園事業、下水道事業等の都市計画関連事業の

推進 

 

 

 

 今後の魅力と活力あるまちづくりやその拠点づくりにおいて、極めて重要

となる大規模公有地の積極的な活用を促進します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆畜産試験場跡地利用活用の協議及び促進 

 

 

１．計画的な土地利用の推進 

２．大規模公有地の有効活用 
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② 拠点づくりと市街地整備 

 

 広域交通基盤の整備により飛躍的に高まる交流を、地域の活力づくりの契機と

して効果的に活用していくため、この広域交流を受け止め、その効果を地域に波

及させていく拠点づくりを推進することにより、多彩な地域交流や新たな産業の

創出につなげていくことが求められます。 

 一方、本市は、用途地域のみが指定されている非線引き都市計画区域であり、

開発等の規制が比較的緩やかであることから、用途地域外においては、民間開発

による市街化の拡大が進んでいる地域も見受けられます。交通基盤の整備に伴い、

今後こうした開発がさらに進行することが予想されることから、適切な規制・誘

導を図っていく必要があります。 

 今後は、国土利用計画や都市計画マスタープランにおける土地利用計画に基づ

きながら、拠点づくりや良好な市街地整備を図るとともに、市民が主体的に進め

るまちづくりを推進していく必要があります。 

 

  

 

【都市計画用途地域】                             （平成１８年４月１日現在） 

区 分 面積（ha） 比率（％） 

第一種低層住居専用地域 241  25.4   

第二種低層住居専用地域 32  3.4   

第一種中高層住居専用地域 121  12.7   

第二種中高層住居専用地域 5.2 0.5   

第一種住居地域 191  20.1   

第二種住居地域 48  5.1   

準住居地域 2.9 0.3   

近隣商業地域 27  2.8   

商業地域 27  2.8   

準工業地域 124  13.1   

工業地域  19  2.0   

工業専用地域 112  11.8   

計 949  100.0   

                                                                    資料：都市計画課 

※端数処理の関係で、面積については各項目の和と計が一致していません。  
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 広域交通網がもたらす人・物・情報等の流れを適切に受け止め、交流の拡大を

地域の活力づくりにつなげていくため、広域交流の拠点づくりを推進します。 

 また、市民の理解と協力を得ながら、地区の特性に応じた良好な市街地整備を

推進していきます。 

 

 

 

 

拠点づくりと       １．拠点づくりの推進 

   市街地整備     ２．良好な市街地整備の推進 

             ３．安全で快適な市街地・集落地の形成 

 

 

 

 

 

 北関東自動車道とインターチェンジの建設にあわせ、パーキングエリアを

はじめとする広域的な交流拠点の整備を促進します。 

また、笠間地区、友部地区、岩間地区の３つの市街地においては、既存施

設等を有効に活用しながら、地区生活の拠点となる施設の整備を検討・推進

します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆広域交流拠点の整備 

◆地域拠点整備の検討・推進 

 

 

 

 自然環境や景観との調和を図りながら、新市の玄関口にふさわしい友部地

区、歴史と文化が香る笠間地区、緑と活力が共生した岩間地区の各地区特性

に応じた良好な魅力ある市街地整備を推進します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆土地区画整理事業の推進 

◆中心市街地活性化事業の推進

１．拠点づくりの推進 

２．良好な市街地整備の推進 
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 安全で快適な市街地や集落地を形成するため、地区計画制度やまちづくり

条例等の導入を図るとともに、用途地域以外における無秩序な市街化の抑制

や環境に配慮した整備手法の導入など、適切な土地利用の規制・誘導を図り

ます。 

 

〔主な取り組み〕 

◆街並み整備の推進 

◆まちづくり条例の導入検討 

◆用途地域外における土地利用規制・誘導の推進 

 

 

 

 

３．安全で快適な市街地・集落地の形成 



 

 - 6 -

 

 

２．多彩な交流・連携を支えるネットワークを形成します 

① 幹線道路 

 

 本市は、東西方向に北関東自動車道、国道 50 号、南北方向に常磐自動車道、

国道 355 号が通り、また、主要地方道などが連絡する広域交通の要衝であり、こ

れらの結節点となる地理的優位性を有しています。さらに、高速自動車道の整備

に伴う拠点開発により、こうした機能は飛躍的に高まっていくものと予想されま

す。 

 本市が今後、この優位性を十分に生かし、居住環境の魅力や産業の活力を高め

ていくためには、多彩な交流を地域に引き込み、活用するための骨格的な道路網

の整備・充実を早期に図っていく必要があります。 

 このため、市民生活の安全や利便性はもとより、自然環境との共生にも配慮し

ながら、広域交通網の整備を促進するとともに、これらと円滑に連絡し、かつ、

笠間地区、友部地区、岩間地区の一体化を促進する幹線道路網を形成することに

より、多彩な交流・連携を創出する交通結節点としての機能を強化していく必要

があります。 

 

 

 

【道路の現況】                                 （平成 18 年 3 月 31 日現在） 

区 分 

 

実延長
 

（㎞） 

改良済

延 長 

（㎞） 

 

改良率
 

（％） 

舗装済

延 長 

（㎞） 

 

舗装率 
 

（％） 

 

路線数 
 

（本） 

高速自動車国道 24.4 16.3 66.8 16.3 66.8 2

国道 42.0 42.0 100.0 42.0 100.0 2

主要地方道 72.2 61.3 84.9 71.8 99.4 9

一般県道 58.4 32.0 54.7 53.1 90.9 12

１・２級市道 241.2 175.1 72.5 232.8 96.5 112

                                                          資料：都市建設課 
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 広域化・活発化する交流を受け止め、地域の活力を支える都市構造の形成に向

けて、広域交通体系と適切に連絡し、かつ、都市の一体性を高める幹線道路網の

整備を推進します。 

 

 

 

 

幹線道路        １．広域交通体系の整備 

            ２．生活を支える幹線道路の整備 

            ３．安全で快適な道路環境の整備 

 

 

 

 

 

 広域化・活発化する交流を本市の発展につなげていくために、つくばエク

スプレス（ＴＸ）の開通や茨城空港（百里飛行場）開港の効果などを踏まえ、

高速道路とそのインターチェンジ及び広域的な幹線道路の整備を促進しま

す。 

 

〔主な取り組み〕 

◆北関東自動車道の整備促進 

◆国道、主要地方道の整備促進 

 

 

 

 本市の骨格を形成し、活発な都市活動を支える幹線道路網の形成に向けて、

広域的な幹線道路に適切に連絡し、３つの地区及び拠点間を連絡する都市計

画道路等の整備を促進します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆一般県道、幹線市道の整備促進 

◆都市計画道路の整備 

◆拠点間ネットワークの強化 

 

    ※「主要地方道」・・ 国土交通大臣が指定する主要な県道若しくは市道で、高速自動 

車道や国道と一体となって広域交通を分担する広域幹線道路

１．広域交通体系の整備 

２．生活を支える幹線道路の整備 
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 都市計画道路をはじめとする主要な幹線道路の整備にあわせ、歩車道分離、

緑道の整備、地域に応じた街並みづくり、道路の利用環境を高める施設整備

など、安全で快適な道路環境の整備に努めます。 

 

〔主な取り組み〕 

◆交通バリアフリー基本構想に即した道路環境整備の推進 

◆道の駅整備事業の検討及び推進 

 

 

３．安全で快適な道路環境の整備 
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② 公共交通 

 

 本市は、ＪＲ常磐線及びＪＲ水戸線が通り、市内に６つの駅を有する鉄道交通

の要衝となっており、これまで、両線の結節駅である友部駅の橋上化事業や水戸

線笠間駅のバリアフリー化事業などが進められてきました。また、さらなる利便

性の向上にむけて、常磐線岩間駅の周辺整備事業などが進められており、鉄道輸

送力の強化とあわせ、より一層のサービスの向上を図っていく必要があります。 

 一方、在来の路線バスについては、利用客の減少が続き、路線の維持確保が困

難な状況に直面しています。 

今後は、高齢化社会の進展、環境への配慮などを視野に入れつつ、市全体の公

共交通の在り方を検討し、活性化策を展開するとともに、路線バスを補完する仕

組みを整えるなど、交通弱者に対応した移動性の向上などに取り組んでいく必要

があります。 

 

 

 

【通勤・通学時利用交通手段（県内他市町村で従業・通学）】 

利用交通手段が１種類 利用交通手段が２種類 

利用交通手段 数（人） 利用交通手段 数（人） 

鉄道・電車 1,930 鉄道・電車及び乗合バス 517 

乗合バス 23 鉄道・電車及び自家用車 765 

自家用車 15,869 鉄道・電車及び自転車 1,576 

その他 616 

 

 

その他 221 

資料：平成 12 年国勢調査 

 

 

 

 

※「交通弱者」・・ 運転免許を持たない（持てない）ことなどにより、自動車中心社 

会において移動を制約される方 
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 関係機関との連携・調整のもと、鉄道の輸送力の増強や在来の路線バスの維持、

利用の促進策の展開を通して公共交通の活性化を図るとともに、交通不便地域の

解消など市民ニーズに応じた利便性の高い公共交通網の整備を推進します。 

 

 

 

 

 

公共交通       １．公共交通の維持確保 

    ２．公共交通の利用促進 

           ３．交通弱者などの移動性の向上 

 

 

 

 

 

 駅の橋上化など利便性向上のための基盤整備にあわせ、鉄道輸送力の増強

や在来路線の維持に向けた要請、必要に応じた支援を行い、公共交通の維持

確保を図ります。 

 

〔主な取り組み〕 

◆特急の増便など鉄道輸送力増強の要請等 

◆在来路線の維持拡充に向けた要請等 

 

 

 

 総合的な公共交通計画の策定検討を進めながら、公共交通の維持に対する

市民意識を高め、利用促進を図ります。 

 

〔主な取り組み〕 

◆総合的な公共交通計画の策定検討 

◆市民意識の醸成と利用促進 

１．公共交通の維持確保 

２．公共交通の利用促進 
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 交通事業者や各団体との連携のもと、市内全域を網羅する交通システムを

整備し、交通弱者などに配慮した利便性の高い公共交通網の構築を図ります。 

 

〔主な取り組み〕 

◆新たな交通事業の導入検討及び推進 

 

３．交通弱者などの移動性の向上 
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③ 高度情報化 

 

 近年の情報通信技術の飛躍的な発展は、社会経済のあらゆる分野において大き

な影響を及ぼしており、特にインターネットの急激な普及に代表されるデジタ

ル・ネットワーク化が進行し、日常生活の中でも急速な情報化が進展しています。 

今後は、インターネットを経由して提供されている行政情報は、ＧＩＳ情報な

ど大容量化が進むことが予想され、これらを十分に活用するために不可欠なブロ

ードバンド環境の早急な整備が必要となっています。また、パソコンを使えない

市民はこれらの情報を受け取ることができないばかりでなく、電子市役所の構築

によるメリットも受けることができないことから、こうした情報格差を是正して

いく必要があります。 

 さらに、地域情報化を推進していく上で不可欠となる人材育成について、行

政・市民のそれぞれの分野で必要に応じた体系的な研修や支援を行うなど、情報

活用能力の向上を図る必要があります。 

 

 

 

 

【ブロードバンド利用可能世帯】                       （世帯数：平成１８年３月３１日現在） 

平成 18 年 4 月 1 日 平成 18 年 10 月 16 日 平成 19 年 2 月 15 日 
 

ADSL FTTH ADSL FTTH ADSL FTTH 

世帯数 28,470 4,210 28,470 9,104 28,470 16,239 
提 供 
エリア 

率 100.00% 14.79% 100.00% 31.98% 100.00% 57.04% 

資料：町丁字別人口統計 

※提供エリア内であっても、収容局からの距離や通信設備の状況等により、利用できない場合があります。 
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 高度情報化に対応するため、情報化基本計画を策定し、情報通信基盤の活用や

情報化に関する市民の意識啓発と教育の充実に努めるとともに、申請等の電子化

などを進め、電子自治体の実現を目指します。 

 また、地域格差のない高速大容量通信網の利用環境の整備を推進します。 

  

 

 

 

高度情報化       １．情報化基本計画の策定・推進 

            ２．電子自治体の実現 

            ３．情報通信格差の解消 

 

 

 

 

 

 高度情報化時代の指針となる情報化基本計画を策定するとともに、これを

推進する体制を構築し、個人情報漏えいの防止対策などセキュリティの確保

や情報化に関する教育の充実に努めながら、市民生活の向上に資する情報化

施策を検討・推進します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆情報化基本計画の策定・推進 

◆市民参加の仕組みとしての情報ネットワ－ク活用策の検討 

◆高度情報化を推進する体制や仕組みづくり 

◆情報セキュリティ意識啓発の推進 

 

 

地域及び行政の情報化を一体的に進め、行政運営の効率化や窓口サービス

の利便性向上を目的とする電子自治体の実現を目指します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆情報通信基盤の整備 

◆情報システムの整備 

◆推進体制の整備 

１．情報化基本計画の策定・推進 

２．電子自治体の実現 
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 既存の情報通信基盤を最大限に活用するとともに、通信事業者などと連携

しながら高速大容量の通信が利用可能となる環境の整備促進を図ります。 

 

〔主な取り組み〕 

◆市民や企業の情報リテラシーの向上や情報化事業への取組み支援 

◆光ファイバー網などの整備促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「ＧＩＳ(Geographic Information System・地理情報システム)」 

          ・・ 地理情報にさまざまな情報を関連づけし、視覚的に表

示するシステム 

※「ブロードバンド」・・ 大容量のデータを高速度で送受信できる通信環境 

※「情報リテラシー」・・ 情報化社会に対応できる知識やそれを活用する能力 

※「ＡＤＳＬ」     ・・  一般の電話回線で利用している電話線を利用した高速 

・大容量の通信サービス 

※「ＦＴＴＨ」     ・・  光ファイバーによる家庭向けデータ通信サービス 

３．情報通信格差の解消 
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３．風土に根ざした美しい景観を 育
はぐく

み、継承していきます 

① 美しい景観の保全・整備 

 

 本市は、観光や芸術文化のまちとしての笠間地区、住宅や福祉のまちとしての

友部地区、豊かな緑と農工業のまちとしての岩間地区からなり、「街」と「里」

と「森」で構成される景観構造をもっています。この構造を基本とし、それぞれ

の地区の生活や文化を育んできた風土を大切にしながら、地域の魅力をさらに高

め、住む誇りや訪れたときの心地よさにつながる笠間らしい景観を保全し、創造

していくことが重要となります。 

 今後は、「住みよいまち 訪れてよいまち 笠間」にふさわしい、誇れる景観

の保全と創造に向けて、景観計画の策定や地区計画制度の活用など、市民と行政

が一体となって検討を重ねながら、自然環境や歴史的環境との共生を基本とした

個性と魅力を演出する景観づくりに取り組んでいく必要があります。 

 

 

 

【地区計画の決定状況】 

決定年月日 地区名 面積 

平成 6 年 12 月 26 日 

（変更 平成 7 年 11 月 1 日） 石井北部・寺崎地区 約 27.6ｈａ 

平成 13 年 12 月 4 日 笠間駅北地区 約 4.6ｈａ 

平成 17 年 12 月 8 日 南友部地区 約 29.0ｈａ 

                                             資料：都市計画課 
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 景観計画を策定し、景観づくりに関する市民の意識の高揚を図り、共有しなが

ら、地区計画制度など地域の理解と協力に基づく適正なルールを定め、地区の特

性に応じた美しい景観を守り、育み、魅力ある景観づくりを推進していきます。 

 

 

 

美しい景観の保全・整備      １．景観計画の策定 

                 ２．自然景観の保全 

                 ３．田園景観の充実 

                 ４．都市景観の創造 

 

 

 

 

   「街」と「里」と「森」からなる構造を生かし、自然環境や地区特性に応じ

た美しい景観づくりを総合的に推進するため、景観計画を策定します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆景観計画の策定 

 

 

 

 開発等の適正な規制・誘導のもと、山々の緑や河川の水辺などの貴重な自

然景観を保全するとともに、地域の自然を学び、育む市民意識の高揚を図り

ます。 

 

〔主な取り組み〕 

◆開発者との協議・連携による景観保全対策の実施 

◆自然や景観に関する学習活動・イベントの実施 

 

 

 

１．景観計画の策定 

２．自然景観の保全 



 

 - 17 -

 

 

 

 

 

 

   平坦な台地に広がる農業地域の緑豊かな田園・集落地景観を、里山と一体

的に保全し、本市の魅力を高める田園景観として維持・育成を図ります。 

 

〔主な取り組み〕 

◆農村景観保全整備の促進 

 

 

 

 地域の個性を生かした笠間らしい都市景観の形成に向けて、仕組みやルー

ルを整え、実践していくとともに、緑の街並みづくりなど、市民が主体的に

取り組む景観づくり活動を支援していきます。 

 

〔主な取り組み〕 

◆景観地区の指定 

◆地区計画制度の推進 

３．田園景観の充実 

４．都市景観の創造 
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第２章 多彩な交流で飛躍する活力ある産業のまちづくり 

〔産 業〕 

１．笠間を体感できる観光・産業を振興します 

① 観 光 

 

 本市は、笠間稲荷神社、笠間日動美術館や茨城県陶芸美術館、笠間焼などの歴

史的資源・芸術・伝統文化をはじめ、緑豊かな山々や田園などの自然環境を背景

とした多くの農村資源にも恵まれており、本市ならではの風土や魅力を求めて多

くの観光客が訪れています。 

 本市ではこれまで、こうした環境を生かし、愛宕山・北山公園桜祭りやつつ

じまつり、陶炎祭、菊まつり、匠のまつりなど、四季を通じたさまざまなイベン

トを開催してきました。また、笠間工芸の丘での陶芸体験をはじめ、グリーンツ

ーリズムを取り入れた体験活動、笠間ファン倶楽部などの観光・交流活動も盛ん

に展開され、新たな観光振興への取り組みが大きく期待されています。 

 一方、日帰りの観光から滞在型観光への展開や、通年型観光の確立、客の受け

入れ体制づくりなど、取り組むべき課題も多くなっています。 

 今後も、多彩な資源を十分に生かした観光の一層の振興に向けて、拠点の整備

や相互のネットワーク化、回遊性の高いルートの開発などを推進するとともに、

健康指向も含む多様なニーズや嗜好
し こ う

に応えるもてなしの環境づくりや観光情

報・地域情報の発信に関係機関や事業者と連携して取り組んでいく必要がありま

す。 

 

 

【入込観光客数】                              （単位：人） 

区 分 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 

入込観光客数 3,118,700 3,064,200 3,116,200 

日帰り客数 2,837,300 2,725,500 2,766,800 

宿泊客数 281,400 338,700 349,400 

県外客数 1,423,500 1,609,200 1,405,700 

 

県内客数 1,695,200 1,455,000 1,710,500 

                                                 資料：観光動態調査（茨城県） 

 

 

 

※「グリーンツーリズム」・・ 緑豊かな農山漁村において、自然、文化、農林業とのふ

れあいや人々との交流を楽しむ体験型・滞在型の余暇活動 
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 癒
いや

しや安らぎ、感動を与える観光・交流活動の展開に向けて、多彩な観光資源

や歴史的・文化的資源の活用とネットワーク化を推進するとともに、産業連携な

どによる新たな交流を創造し、観光の振興を図ります。 

 

 

 

 

観 光       １．観光振興基本計画の策定 

          ２．観光拠点及びネットワークの整備 

          ３．観光客受け入れ体制の充実 

          ４．観光ＰＲの充実 

          ５．イベントの充実 

 

 

 

 

 多彩な観光資源を生かしたさらなる観光の振興に向けて、その指針となる

観光振興基本計画を策定します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆観光振興基本計画の策定 

 

 

 

 魅力ある観光拠点づくりと回遊性の向上に向けて、既存の観光資源をはじ

め、駐車場やトイレなどの周辺環境の充実を図り、拠点間及び周辺市町村と

のネットワーク化を進めます。 

 

〔主な取り組み〕 

◆芸術の森公園、佐白山、北山公園、愛宕山周辺整備 

◆付帯施設の整備 

◆観光ルートの設定 

◆広域観光ネットワークの推進 

１．観光振興基本計画の策定 

２．観光拠点及びネットワークの整備 
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多様化する観光客のニーズに対応するため、観光ガイドボランティアや観

光協会などの活動支援や笠間ファン倶楽部による観光・交流活動の充実を進

め、観光客をあたたかくもてなす心の醸成と受け入れ体制の充実を図ります。 

 

〔主な取り組み〕 

◆もてなしの意識（ホスピタリティ）の向上 

◆観光ボランティア、観光協会の充実 

◆笠間ファン倶楽部の推進 

 

 

 

 

 

   さまざまなメディアを利用した観光情報の発信の強化やフィルムコミッ

ションを積極的に活用し、つくば方面や首都圏をはじめとする広域的なＰＲ

の充実を図ります。 

    

〔主な取り組み〕 

◆PR 媒体の積極的な活用 

◆土産品、特産品の販売促進 

◆フィルムコミッションの推進 

 

 

 

 伝統的な祭や市民参加型の観光イベント、地場産業の活用による国際的な

イベントなど年間を通したさまざまなイベントの充実を図り、四季の魅力を

発信して通年型観光を目指します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆各種イベントの充実 

 

 

 

 

 

※「フィルムコミッション」・・ 映画、テレビドラマ、ＣＭ等の撮影支援やロケーション 

誘致等を行う非営利公的機関 

３．観光客受け入れ体制の充実 

４．観光 PR の充実  

５．イベントの充実 
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② 地場産業 

 

 本市では、笠間焼や稲田みかげ石をはじめとする独自の産業が育まれ継承され

ています。また、多彩な農産物の産地ともなっており、これらは本市の重要な産

業として地域に深く根付いています。 

特に、笠間焼については、笠間工芸の丘、茨城県陶芸美術館などの整備により、

気軽に親しめ、体験できる環境が整えられており、観光資源としても振興が図ら

れています。 

 また、輸入材の増加などにより厳しい状況が続く石材業についても、ストーン

フェスティバルやストーンエキシビジョンの開催など、新たな取り組みが展開さ

れています。 

 今後も、住む人にも訪れる人にも愛される魅力ある地域の活力として地場産業

を発展的に継承していくために、他業種との連携、積極的なまちづくりへの活用、

ＰＲ活動などにより、イメージや認知度を高めていく必要があります。 
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 地場産業を支える人材や技術の継承を図り、経営の安定化を促すとともに、観

光や文化などさまざまなまちづくりへの活用や他業種との連携により、地域イメ

ージを高める産業や生活文化の視点から、地場産業の一層の振興を図ります。 

 

 

 

 

地場産業       １．経営の安定化 

           ２．まちづくりへの活用 

           ３．積極的なＰＲの推進 

           ４．新たなデザインによる商品開発 

 

 

 

 

 笠間焼や石材業などの事業者組合における、さまざまな活動を積極的に支

援し、組合員全体の経営の安定化を目指します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆事業者組合の活動支援 

◆組合員への経営指導体制の強化 

 

 

 

 食器としての笠間焼の活用や、日常生活での利用をはじめ、都市整備や住

宅整備への地場産材の利用を促進します。また、だれもが地場産業と気軽に

ふれあえるシステムづくりを進め、観光資源としての活用を図ります。 

 

〔主な取り組み〕 

◆旅館業、飲食業、学校などでの利用促進 

◆建設資材等としての利用促進 

◆産業体験、連携システムの確立 

 

１．経営の安定化 

２．まちづくりへの活用 
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 貴重な観光資源として、国際的なイベントなどの開催や首都圏での産地紹

介を実施するとともに、さまざまな広報手段や笠間ファン倶楽部などを活用

して積極的なＰＲ活動を推進します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆各種イベントの開催や提供 

◆情報発信の強化 

 

 

 

 人にやさしい笠間焼の器など、だれにも使いやすい新たな商品開発や他業

種とのコラボレーションによる販路の開拓を推進します。また、笠間焼、石

材、農産物、地酒などの地場産品を活用した、新たな笠間の名物づくりを推

進します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆新たな用途開発、デザイン研究の支援 

◆土産品、特産品の開発 

◆農産加工品の開発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※「コラボレーション」・・ 共同作業。共同製作。 

３．積極的なＰＲの推進 

４．新たなデザインによる商品開発 
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２．豊かな恵みを実感できる農林業を振興します 

① 農林業 

 

本市は、豊かな田園環境を背景に稲作を中心として畜産や野菜、菊をはじめと

する花き類や栗等の果樹など、多彩な農業が営まれてきました。しかし、近年の

農業を取り巻く状況は厳しさを増しており、農産物の価格の低迷や従業者の高齢

化、後継者不足、遊休農地の増大に伴う耕地の荒廃など、さまざまな課題を抱え

ています。また、消費者の健康志向などから、安心・安全な農産物づくりや地産

地消の取り組み、食育との連携なども期待されています。 

 今後は、霞ヶ浦用水や石岡台地用水を活用した水田、畑地の基盤整備を進め、

優良農地の保全・確保に努めるとともに、担い手育成や集落営農組織づくり、農

産物のブランド化や販路の拡大など、新たな農業構造の構築を図っていく必要が

あります。また、農業産出額の高い畜産においても、酪農と養豚を中心に多頭飼

育や一環経営を目指し、経営の安定化を図っていく必要があります。 

 さらに、林業においては、森林の持つ多様な公益的機能の向上に向けて、森林

の育成・管理や林道の整備を進めていく必要があります。 

  

 

 

　　【経営耕地面積】　　（平成１７年） 　　　　　　【農業産出額】　（平成１６年）

果樹園
20.9％

畑
27.8％

田
51.3％4,194ha

資料：農林業センサス

その他
10.6％

豚
8.8％

乳用牛
15.6％

花き
5.9％

果実
7.8％

野菜
13.2％

米
29.8％

肉用牛
  3.5％

鶏  2.4％

88億2千万円

資料：生産農業所得統計

工芸作物 2.4％
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 豊かな森林や田園環境を保全し多面的な活用を図るとともに、安定した農業経

営の確立と地場農産物の消費拡大に向けて、生産環境の充実や経営基盤の強化に

努め、活力ある農林業の振興を推進します。 

 

 

 

農林業       １．農林業振興基本計画の策定 

          ２．生産基盤の整備・充実 

          ３．農業経営の安定化 

          ４．環境保全型農業の推進 

          ５．地産地消の推進 

          ６．田園環境の整備 

          ７．森林の育成・活用 

 

 

 

 

地域特性を生かした農林業の振興に向けて、総合的な農林業施策を展開す

るため、その指針となる農林業振興基本計画を策定します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆農林業振興基本計画の策定 

 

 

 

生産性の向上に向けて、霞ヶ浦用水事業の推進や石岡台地用水事業の利用

促進、農道の整備など、水田や畑地の基盤整備を推進し、農地の高度利用と

農業用水の安定確保を図ります。 

 

〔主な取り組み〕 

◆ほ場整備事業の推進 

◆畑地帯の整備 

◆農道整備事業の推進 

◆農業用水事業の推進 

２．生産基盤の整備・充実 

１．農林業振興基本計画の策定 
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  農地の集約化や大規模経営の推進による経営の合理化を図るとともに、地

域や営農の実態に応じた生産組織等の育成や農業後継者及び担い手の確保

に努め、農業経営の安定に取り組みます。また、小菊をはじめ、栗や米など

の農畜産物の高付加価値化や地域ブランドの確立を推進し、消費拡大を図り

ます。 

 

〔主な取り組み〕 

◆農地流動化の促進 

◆担い手の育成と生産組織等への支援 

◆米需給調整の推進 

◆農畜産物のブランド化の推進 

 

 

 

 有機栽培や減農薬栽培に取り組む農家を支援し、安心・安全な農産物づく

りを推進するとともに、家畜排泄物などの適正な処理や資源化を促進し、環

境保全型農業の普及に努めます。 

 

〔主な取り組み〕 

◆エコファーマーの育成 

◆家畜排泄物の適正処理の推進 

 

 

 

 農産物直売所等における地域に密着した顔の見える販売や、地場農産物の

消費拡大に向けたＰＲ活動の充実を図るとともに、教育や健康づくりをはじ

めとする他産業と連携し、「食」によるまちづくりを通して地産地消を推進

します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆直売所施設の整備・充実 

◆観光地やイベントにおけるＰＲの強化 

◆学校給食への提供の拡大 

◆他産業との連携体制の強化 

   

※「エコファーマー」・・ 「土づくり・減化学肥料・減化学農薬」の３つの技術に一体 

的に取り組む農業者 

３． 農業経営の安定化 

４．環境保全型農業の推進 

５．地産地消の推進 
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 老朽化したため池など水辺の危険箇所の把握に努め、周辺環境の保全管理

を促進するとともに、親水機能に配慮した池沼や水路の整備など田園空間の

多面的な活用を図り、快適な田園環境づくりを目指します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆ため池台帳の整備 

◆親水機能に配慮した水辺環境の整備 

◆レクリエーション空間としての活用 

 

 

 

 

森林や林道などの環境整備と適正な管理を推進するとともに、森林の持つ多

様な公益的機能を踏まえ、公的施設などの整備における地場産材としての活用

や、教育や健康づくりなどへの森林環境の活用を図ります。 

 

〔主な取り組み〕 

◆森林所有者への意識啓発 

◆森林整備の促進 

◆地場産材の活用 

◆林道の整備 

 

６．田園環境の整備 

７．森林の育成・活用 
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② グリーンツーリズム 

 

 近年、都市住民の価値観の多様化や余暇時間の増大に伴い、スローライフや自

然志向、健康や食の安全など、生活の質を高めるニーズが高まっており、グリー

ンツーリズムへの関心がますます高まっています。また、こうした動きは、特産

物の販売や市民農園・体験農園の設置、美しい農業生産環境の維持・創出など、

交流の拡大による農林業への理解や環境学習の場としても期待されています。 

 本市ではこれまで、市民農園の整備や観光農園の振興など、地域の特性が生か

され、豊かな自然や農業と親しめる環境整備を推進するとともに、グリーンツー

リズムの拠点として笠間クラインガルテンの整備・運営に取り組んできました。 

 今後も、都市と農村の交流の場として、だれもが笠間の自然や農業を気軽に楽

しめる施設や環境の充実を図り、訪れる人を地域ぐるみで迎え、もてなす環境を

整えていく必要があります。また、田舎暮らし志向や二地域居住に対応した受け

入れ体制づくりなどに積極的に取り組んでいく必要があります。 

 

 

 

　　（平成１８年４月１日現在）

【笠間クラインガルテン宿泊施設付き市民農園（全50区画）の利用内訳】
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資料：グリーンツーリズム推進室

 

 

 



 

 - 29 -

 

 

 

 

 

体験を通した交流の拡大や、観光資源、環境学習の場としての農林業の活用を

図るとともに、訪れる人を地域ぐるみでもてなす環境づくりに努め、グリーンツ

ーリズムの推進による農業・農村の活性化を推進します。 

 

 

 

 

グリーンツーリズム       １．グリーンツーリズム推進計画の策定 

                ２．グリーンツーリズム推進体制の確立 

                ３．クラインガルテンの充実 

                ４．観光農業の推進 

 

 

 

 

 滞在型観光としての展開など期待される機能を総合的に推進するため、グ

リーンツーリズムの指針となる推進計画を策定します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆グリーンツーリズム推進計画の策定 

 

 

 

 インストラクターや地域リーダーの育成、田舎暮らしを求める長期滞在や

定住希望者への支援、さまざまなメディアや笠間ファン倶楽部などを通した

ＰＲ活動の強化など、グリーンツーリズムを総合的に推進する組織づくり進

めます。 

 

〔主な取り組み〕 

◆推進協議会の設立 

◆地域連携システムの整備 

◆土地、家屋等の地域情報の発信強化 

◆地域興しマイスター制度の活用 

 

 

１．グリーンツーリズム推進計画の策定 

２．グリーンツーリズム推進体制の確立 
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 都市住民との活発な交流を推進するため、農業振興と地域振興の機能をあ

わせ持つクラインガルテンのさらなる活性化を図ります。 

 

〔主な取り組み〕 

◆笠間クラインガルテンの充実 

◆観光拠点としての機能強化 

 

 

 

 ブドウやリンゴ、イチゴ、梨などの観光摘み取り園やオーナー制度などの

拡大を促進するとともに、市内観光ルートとしての位置付けやＰＲの強化な

ど観光関連産業と連携した観光農業を推進します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆生産組織の体制づくりと活動支援 

◆地場農産物の観光資源化の推進 

◆観光関連産業との連携強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「地域興しマイスター制度」 

・・ 茨城県では、営農活動や地域デザイン、郷土料理、自然体験活動などの 

分野において知識と経験が豊富で専門的技能を持つ人材を地域興しマイス 

ターとして委嘱し、地域活性化に取り組んでいる地域に派遣している 

３．クラインガルテンの充実 

４．観光農業の推進 
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３．交通条件を生かした、豊かさを育む商工業を振興します 

① 商 業 

 

本市の商業を取り巻く環境は、ライフスタイルの変化に伴う市民ニーズの多様

化や消費活動の広域化などにより大きく変化してきました。 

特に、近年では、幹線道路沿道への郊外型大型店舗や周辺都市への購買の流出

が顕著であり、これまで市民の日常生活を支えてきた身近な商店や商店街の衰

退・空洞化が進行し、経営面においても厳しい状況が続いています。 

 本市ではこれまで、市民や商業者との協力体制の構築を図りながら、既存商店

街の活力の維持・向上に取り組んできました。また、笠間地区の市街地において

は、中心市街地活性化法に基づく基本計画を策定し、さまざまな活性化事業を進

めてきました。 

 今後は、高齢化社会の進展などを踏まえ、将来を見据えたより地域に密着した

きめ細かなサービスを充実していくことが期待されます。そのため、地域の特性

を生かしたさまざまな商業・商店街の魅力づくりを進める活性化組織や人材の育

成、経営の安定化を促進するとともに、他産業との連携強化やもてなしの心を大

切にした商業振興を図っていく必要があります。 

 

 

 

 【卸売業の推移】                                              

区 分 平成 11 年 平成 14 年 平成 16 年 

商店数 139 132 148 

従業者数（人） 1,061 1,047 1,008 

販売額（億円） 523.5 640.8 448.0 

                                                            資料：商業統計 

【小売業の推移】                                              

区 分 平成 11 年 平成 14 年 平成 16 年 

商店数 1,012 972 976 

従業者数（人） 5,229 5,137 5,161 

販売額（億円） 744.3 744.4 716.3 

                                                            資料：商業統計 
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市民に親しまれ、訪れる人をあたたかく迎える商店街の形成を目指し、大型店

と既存の小売店が機能分担しながら、まちづくりと一体となった商店街の活性化

と新たな商業地の形成を図り、魅力的な商業の振興を推進します。 

 

 

 

 

商 業       １．既存商店街の活性化 

          ２．中心市街地活性化事業の推進 

          ３．他産業及び関連団体等との連携 

          ４．経営の安定化 

 

 

 

 

 笠間地区、友部地区、岩間地区の３地区固有の魅力を生かして既存商店街

の活性化を図るため､人材育成に取り組むとともに、事業者を中心とした活

性化組織の取り組みを支援し、他産業との連携による新たな創業なども促し

ながら、だれにも親しまれ地域の核となるような環境整備を進めます。 

 

〔主な取り組み〕 

◆活性化組織の設立・支援 

◆活性化に向けた取り組みへの支援 

◆補助事業の活用の検討 

 

 

 

 笠間地区の市街地においては、中心市街地活性化法に基づき、関係団体と

連携して新たな活性化事業を推進します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆中心市街地活性化基本計画の策定 

◆活性化活動の支援 

◆区域内空き店舗の活用 

◆新規創業者の支援 

◆補助事業の活用 

１．既存商店街の活性化 

２．中心市街地活性化事業の推進 
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 公共交通や農林業など他産業と連携し、イベントの開催や情報発信を強化

しながら、市内での消費拡大を図ります。また、さまざまな分野で活動する

市民団体とも連携を図り、新たな活力を導入します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆産業交流の促進 

◆情報発信の強化 

◆市民団体等との連携促進 

 

 

 

 多様化する消費者ニーズに的確に対応するため、商工会を中心に経営診断

や指導の充実を図るとともに、金融融資制度の活用による事業者経営の合理

化・安定化を促進します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆商工会活動への支援 

◆中小企業助成の推進（金融融資制度等） 

 

 

３．他産業及び関連団体等との連携 

４．経営の安定化 
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② 工 業 

 

 本市では、岩間工業団地や笠間地区の工業団地などを中心に企業立地を進め、

工業の振興を図ってきました。しかし、工業を取り巻く環境は依然厳しく、新た

な開発や企業立地の停滞が続いています。 

 一方、友部ＳＡスマートインターチェンジが開設され、北関東自動車や笠間西

インターチェンジの整備も着実に進められており、さらに高まる交通利便性を生

かした新たな拠点開発や企業立地への期待が高まっています。 

 今後は、こうした広域交通基盤の整備をさらなる発展の契機として、自然豊か

な周辺環境との共生に配慮し、広域交流の拠点ともなりうる魅力ある産業拠点の

形成を目指し、茨城中央工業団地（総合流通センター）や岩間地区の工業専用地

域などへの企業集積を促進していくとともに、笠間東工業団地・稲田石材団地な

ど既存の工業団地への企業誘致を進めていく必要があります。 

また、既存企業への支援体制の強化により健全な企業経営を促進し、地域の活

力を支える雇用の場としての工業の活性化を図っていく必要があります。 

 

 

 

【工業の推移】 

区 分 平成 14 年 平成 15 年 平成 16 年 

事業所数 261 264 248 

従業者数（人） 6,876 7,287 7,412 

製造品出荷額等（百万円） 184,101 195,962 206,391 

                                                                              資料：工業統計  
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 飛躍的に高まる交通の利便性を生かし、新たな工業開発と優良企業の誘致を進

めるとともに、地元雇用の拡大や従業員の定住促進に向けて、地域に開かれた工

業の振興を図ります。 

 

 

 

 

工 業       １．新たな産業拠点の形成 

          ２．企業誘致の推進 

          ３．地域に根ざした工業の推進 

 

 

 

 

 

広域交流の拠点ともなる茨城中央工業団地（総合流通センター）や岩間地

区の工業専用地域の整備促進を図ります。 

 

〔主な取り組み〕 

◆茨城中央工業団地（総合流通センター）の整備促進 

◆岩間地区工業専用地域の整備促進 

 

 

 

 恵まれた交通環境を生かし、新たな産業拠点をはじめ、笠間東工業団地や

稲田石材団地など、既存の工業団地への優良企業の誘致を図るとともに、企

業支援制度の普及・啓発を進めます。 

 

〔主な取り組み〕 

◆産業視察会の開催 

◆企業支援制度の普及・啓発 

１．新たな産業拠点の形成 

２．企業誘致の推進 
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 関係機関や他業種の企業等との連携のもと、情報提供や相談体制を整備す

るとともに、健全な企業経営に向けた支援を推進します。また、地域社会へ

の企業の積極的な参加を促進し、地域産業に対する市民の理解を高め、地域

に親しまれる工業の振興を図ります。 

 

〔主な取り組み〕 

◆企業との情報交換の推進 

◆各種融資制度による支援 

◆地域社会活動への参加の促進 

 

３．地域に根ざした工業の推進 
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③ 雇用・労働環境 

 

 勤労者が快適に安心して働くことのできる環境づくりを進めていくことが、地

域産業の維持・成長を図る上でも重要であり、年齢や性別などに関わらず、だれ

もがその能力を発揮し、生きがいを持って働くことができる社会づくりが求めら

れています。 

本市ではこれまで、企業誘致や創業者支援を進めながら、市内企業やハローワ

ークなど関係機関との連携のもと、地元雇用の促進に努めるとともに、勤労者の

安心・安全な就業環境の形成に向けて、企業との情報交換や指導の充実を図って

きました。 

 今後も、企業との協力体制を築きながら、活発化する人・物・情報の交流を生

かした新たな創業の促進などを通して、新規雇用の場の創出や障害者、高齢者の

就業機会の拡大を図るなど、安定した雇用の確保と就業環境の向上に向けた各種

制度の普及や福利厚生の充実に努めていく必要があります。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「ハローワーク」・・ 働き口を探す人に仕事をあっせん・仲介し、事業者の求人をお

知らせする公的な機関（職業安定所の愛称） 
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 だれもがその能力を発揮し、安心して働くことのできる就業の場の確保を図る

とともに、雇用の安定化に向けて、企業と一体となって労働環境の向上と新たな

雇用の創出に取り組んでいきます。 

 

 

 

雇用・労働環境       １．雇用の創出 

              ２．余暇活動の奨励 

           

 

 

 

 

 ハローワークや事業所などとの連携により、若者の就業意識の高揚や地元

雇用の促進を図るとともに、働く女性をはじめ、高齢者や障害者などさまざ

まな就労支援を推進します。また、職業能力学校の紹介などの情報発信を強

化し、経営者や就労者等の技能教育の充実を図ります。 

 

〔主な取り組み〕 

◆中・高生を対象とするインターンシップの促進 

◆福祉など多分野の機関との連携体制の強化 

◆職業能力開発の促進に向けた情報発信の強化 

 

 

 

 

 本市の多彩な施設や行事などの有効活用を促しながら、スポーツ・レクリ

エーション活動を通した健康づくりや文化活動、勤労者相互のネットワーク

づくりなどの余暇活動を奨励します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆各種活動やイベントへの支援 

◆市内各施設、行事などの情報提供と参加促進 

 

 

※「インターンシップ」・・ 学生が一定の期間、会社などで研修生として働き、自

分の将来に関連のある就業体験を行うこと 

１．雇用の創出 

２．余暇活動の奨励 
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第３章 共に支えあい、健やかに暮らせるまちづくり 

〔健康・福祉〕 

１．日々の健康を支える安心な保健・医療の体制を整えます 

① 保健・医療 

 

 少子高齢化が急速に進行する中で、介護、生活習慣病、心の病など日々直面す

る健康の問題も多様化し、健康の維持・増進や安心な医療に対する市民の関心は

ますます高くなっています。 

 本市ではこれまで、県立中央病院をはじめ市立病院や市内各医療機関の連携の

もと、休日診療の実施や予防を重視した健診・指導などの医療体制の充実を図っ

てきました。また、各地区の保健センターなどを中心とした健康診断、相談、健

康教室などを通して、市民の健康に対する意識の高揚と健康づくりの支援に努め

てきました。 

 今後も、保健・医療の連携を一層強化しながら、安心で信頼できる地域医療体

制や保健活動の充実を図っていく必要があります。あわせて、市民一人ひとりが

生涯にわたって心身の健康を維持し健やかに暮らしていくことができるよう、本

市の魅力でもある自然豊かな環境やスポーツ・レクリエーション活動などを有効

に活用しながら、幼児期・壮年期・高齢期などの年齢に応じた健康づくりを支援

していく必要があります。 

 

【基本健診等の受診率】              （平成１７年度） 

区  分 
受診者 

（人） 

受診率 

（％） 

基本健康診査 10,939  45.34   

胃がん検診 3,228  13.38   

大腸がん検診 3,927  16.28   

肺がん検診 10,693  44.32   

子宮がん検診 1,491  11.67   

乳がん検診 935  7.32   

資料：健康増進課   

 

                  【市内医療施設の状況】             （平成１８年３月３１日現在） 

一般診療所 
区 分 病 院 

有床 無床 

歯  科 

診療所 

施設数 6 5 23 32 

病床数（床） 1,319 76 － － 

資料：水戸保健所  
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 健康を守る意識を高め、市民自ら取り組む健康づくりを支援するとともに、保

健・医療機関との連携のもと、日々の健康を支え、適切なサービスを提供する安

心な保健・医療の体制の一層の充実を図ります。 

 

 

 

 

保健・医療        １．健康意識の高揚 

             ２．健康づくりの推進 

             ３．予防対策の推進 

             ４．医療体制の充実 

 

 

 

 

 市内に立地する医療・福祉施設や市民団体などとの連携のもと、さまざま

な広報手段を活用しながら、生活習慣病の予防など市民の健康に対する意識

の高揚に努めます。 

 

 

〔主な取り組み〕 

◆広報等による健康意識の啓発 

◆健康づくり運動、食育の普及促進 

１．健康意識の高揚 
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 生涯を通した自己の健康管理や健康づくりを支援し、特に、子どもが健や

かに生まれ育つよう乳幼児及び母子の保健指導の一層の充実を図ります。ま

た、高齢化社会に対応した地域における年齢階層別の保健指導体制の充実を

図ります。 

 

〔主な取り組み〕 

◆健康診査、保健指導の実施 

◆健康づくり講座、母子保健講座等の開催 

◆地域毎の健康管理、指導体制の充実 

◆スポーツ・レクリエーション活動の推進 

 

 

 

 各種健診、保健指導の充実や予防接種の励行など、年齢に応じた疾病等の

予防対策を総合的に推進します。また、農業生産者や教育現場との連携によ

る総合的な食育の推進を図ります。 

 

〔主な取り組み〕 

◆疾病予防、介護予防に関する相談、指導体制の充実 

◆高齢者の生活習慣病、循環器系疾患の予防対策の実施 

◆訪問歯科診療制度の充実 

◆食生活の改善指導の充実 

 

 

 

 市民が安心して適切な医療が受けられるよう、県立中央病院をはじめとす

る医療機関や医師会との連携を強化し、医療体制の充実に努めます。また、

市立病院については、地域に密着した医療機関として効率的な運営に努めな

がら、地域医療における役割や事業内容などについての検討を進めます。 

 

〔主な取り組み〕 

◆県立中央病院など医療機関・医師会との連携の強化 

◆救急診療体制の充実 

◆在宅医療の推進 

◆市立病院の事業内容、経営形態の見直し検討 

２．健康づくりの推進 

３．予防対策の推進 

４．医療体制の充実 
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② 社会保障 

 

 高齢化が進行する中で、医療技術の高度化や多受診等により、近年、医療費は

ますます増加する傾向にあり、国民健康保険や老人保健などの社会保障制度は財

政的にも厳しさを増しています。 

 本市では医療費の軽減に向けて、健康づくり活動の一環として各種保健事業を

推進するとともに、これらの周知と適切な利用等の啓発活動を積極的に展開して

きました。 

 今後も、健康づくりや予防事業などを充実し、医療費の適正化や社会保障制度

の財政基盤の安定化を図るとともに、平成２０年度より運用される後期高齢者医

療制度に柔軟に対応しながら、健全な制度運営に努めていく必要があります。 

また、老後の生活を支える国民年金については、適正な保険料の納付など、制

度に対する理解を深め、無年金者の防止に努める必要があります。 

 

【国民健康保険の加入状況】                                 （平成 17 年度） 

総人口・世帯 国民健康保険者数 加入割合 

世 帯 ※人口 世 帯 被保険者数 世 帯 被保険者 

27,860 世帯 82,017 人 16,147 世帯 34,601 人 57.96% 42.19％ 

                                                            ※住民基本台帳による数値  

 

【老人保健医療給付状況】                                   （平成 17 年度） 

対象者数 

（月平均） 
件数 費用額 １件当り費用額 １人当り費用額 

10,009 人 236,381 件 6,250,242 千円 26,441 円 624,462 円 

 

【医療福祉受給者の状況】                             （平成 17 年度、単位：人） 

乳児 
幼 児 

（３歳未満） 

幼 児 

（３歳以上）
妊婦

母子 

家庭 

父子 

家庭 

重度心身

障害者等

65歳以上重度

心身障害者等 

585 1,219 2,454 387 1,616 139 686 740 

 

【国民年金加入状況等】                               （平成 17 年度、単位：人） 

１号被保険者 任意加入者 ３号被保険者 免除者数 

15,560 124 6,325 4,002 

                                                      資料：保険年金課  
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 国民健康保険や国民年金など、社会保障制度の趣旨や制度の周知を図り、保険

税収納率の向上に努めるとともに、健康増進と疾病等予防対策の充実とあわせ、

医療費支出の適正化を図り、各制度の健全運営を推進します。 

 

 

 

 

社会保障       １．国民健康保険の安定運営 

           ２．老人保健の適正な運営 

           ３．医療福祉費支給制度の充実 

           ４．国民年金制度の普及・啓発 

 

 

 

 

 保険財政の健全化を図るため、保険税の適正な賦課・徴収に努めるととも

に、レセプト点検の充実など医療費の支出の適正化に努めます。特に、健康

づくり運動の展開により生活習慣病予防やメタボリックシンドロームの概

念を導入した特定健康診査、特定保健指導に積極的に取り組みます。 

 

〔主な取り組み〕 

◆保険税の適正な賦課と徴収率の向上 

◆レセプト点検の充実 

◆生活習慣病予防検診の助成 

◆特定健康診査、特定保健指導の実施 

 

 

 

 

 高齢化により増加する老人医療費に対応し、レセプト点検を強化しながら

医療費の適正化を図ります。また、平成２０年度からは、茨城県後期高齢者

医療広域連合と連携して、後期高齢者医療制度の充実・強化を図ります。 

 

〔主な取り組み〕 

◆レセプト点検の充実 

◆後期高齢者医療制度の推進 

１．国民健康保険の安定運営 

２．老人保健の適正な運営 
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 安心できる医療環境を整えるため、乳幼児、妊婦、母子家庭、父子家庭、

重度心身障害者等の受給者の把握に努めるとともに、医療費給付制度の充実

を図ります。 

 

〔主な取り組み〕 

◆受給者の把握と支援 

◆医療福祉費助成制度の検討 

 

 

 

 広報活動を促進し、国民年金制度の普及・啓発を図るとともに、制度の円

滑な運営に努めます。また、年金制度などに関する相談に適切に対応できる

体制づくりを推進します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆国民年金制度の啓発と加入の促進 

◆相談体制の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）」 

・・ 内臓脂肪の過剰により、高血圧や糖尿病などの生活習慣病に 

なる可能性が高く、病気と診断されない予備群を含めた状態 

※「特定健康診査」・・糖尿病など生活習慣病に関する健康診査 

※「特定保健指導」・・ 特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある方 

に対し、保健指導に関する専門的知識などを有する者が行う保 

健指導 

※「レセプト点検」・・ 保険者である市が、被保険者の診療に要した経費の明細が記 

入されたレセプト（診療報酬明細書）の内容を点検し、医療機 

関等に支払う額を確認すること 

３．医療福祉費支給制度の充実 

４．国民年金制度の普及・啓発 
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２．支えあい、心がかよう福祉環境をつくります 

① 地域福祉 

 

 深刻な少子高齢化社会を迎え、核家族化が進行する中で、安心して暮らせる地

域社会を実現するためには、身近な生活の場における人とのふれあいや支えあい

がますます重要になっています。高齢者や障害者、低所得者など社会的な支援を

必要とする人が、住み慣れた家庭や地域で暮らし続けていくためには、地域社会

を基本とする福祉の仕組みづくりや、これらを支える人づくり、活動の拠点とな

る場づくりなど、地域に応じた福祉サービスを総合的に実施する体制を整えてい

く必要があります。 

 本市ではこれまで、社会福祉協議会を中心に各種ボランティアの協力のもと、

さまざまな福祉サービスを積極的に展開してきました。 

 今後も、こうした活動の一層の充実を図るとともに、行政や事業者による福祉

サービスだけでなく、地域住民の理解と協力を得ながら、地域での助けあいや支

えあいを大切にしたきめ細やかな地域福祉の体制を整え、推進していく必要があ

ります。 

 

 

 

【ボランティアサークルの状況】 （平成１８年４月１日現在） 

活 動 分 野 サークル数 

障害者関連サークル活動 15  

高齢者（配食等）サークル活動 26  

高齢者（交流）サークル活動 4  

高齢者（施設）サークル活動 6  

幼児・児童サークル活動 7  

その他のサークル活動 22  

合   計 80  
                                        資料：社会福祉協議会 
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 高齢者や障害者、低所得者など、だれもが住み慣れた地域でその人らしく安心

して生活が送れるよう、地域のふれあいや助けあいを基本とした心が通う福祉社

会の実現を目指し、その仕組みを整えていきます。 

 

 

 

 

地域福祉       １．地域福祉計画の策定 

           ２．地域福祉活動の充実 

           ３．低所得者福祉の充実 

 

 

 

 

 

 高齢者福祉などの分野別計画と連結した地域福祉の指針となる地域福祉

計画を策定し、地域住民のつながりや支えあいを基本とした福祉活動を推進

します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆地域福祉計画の策定 

 

 

 

 地域福祉計画に基づく各福祉サービスが適切に効果的に利用できる仕組

みを整え、利用を促進するとともに、市民や企業、ボランティアによる地域

の自主活動など、福祉を目的とする事業が健全に展開されるよう、その活動

を支援します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆福祉サービスに関する周知と理解の促進 

◆社会福祉協議会など、福祉団体の活動支援 

◆各種団体の連携によるサービス支援体制の充実 

◆専門家の派遣等による人材やリーダーの育成・支援 

１．地域福祉計画の策定 

２．地域福祉活動の充実 
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 市、関係機関、社会福祉協議会、民生委員及びハローワーク等との関係の

強化や情報の共有により、実情にあった相談、指導体制の充実を図り、自立

に向けた就労を支援していきます。 

 

〔主な取り組み〕 

◆関係機関との連携、情報の共有 

◆自立更正に向けた就労支援 

◆相談、指導体制の充実 

◆生活保護制度の適正な運用 

 

３．低所得者福祉の充実 
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② 高齢者福祉 

 

 本市における高齢化率は 20％を超え、国、県を上回って進行しているととも

に、高齢者の一人暮らしや高齢者夫婦世帯の割合も年々増加しており、高齢者が

健康で安心して暮らしていける環境の整備がますます重要な課題となっていま

す。 

 本市ではこれまで、介護保険法の改正に伴い、地域包括支援センターを本所及

び支所に設置し、介護予防を重視した施策に取り組むとともに、高齢者クラブへ

の支援をはじめ高齢者の生きがい対策などを推進してきました。 

 今後は、地域でのこれまでの取り組みや特性を生かし、新しい笠間市として広

い視野を持ってきめ細やかな福祉の在り方を見極めながら、高齢者の健康で安心

できる暮らしを支え、生きがいを持って社会参加できる福祉の体制づくりに取り

組んでいく必要があります。 

 

 

 

                    【要介護別認定者数の推移】             （単位：人） 

区  分 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 

要支援 218 224 251  

要介護１ 632 661 717  

要介護２ 377 404 400  

要介護３ 289 311 322  

要介護４ 312 309 303  

要介護５ 236 229 223  

合  計 2,064 2,138 2,216  

資料：高齢福祉課 

 

 

 

 

 

 

※「地域包括支援センター」 

・・ 介護保険法により各市町村に設置され、市民の心身の健康維持や財産管 

理、虐待防止などさまざまな課題に対し、地域における総合相談窓口及び 

介護予防計画を担う組織 
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 高齢者が健康で自立して生きがいを持って生活できるよう、きめ細やかな福祉

の充実を図るとともに、豊かな経験や技術・知識などの能力を発揮し、積極的に

社会参加ができる環境づくりに取り組んでいきます。 

 

 

 

 

高齢者福祉       １．元気あふれる生活の推進 

            ２．生きがい対策の充実 

            ３．地域で支えあう体制の充実 

            ４．介護保険の適正な運営 

 

 

 

 

 高齢者の元気あふれる生活を実現するため、自らの健康づくりの普及・啓

発を進めるとともに、疾病の早期発見と早期治療に資するため、健康診査の

受診率を高め、健康の維持増進を図ります。 

 

〔主な取り組み〕 

◆健康づくりの普及啓発 

◆健康診査の受診促進 

◆介護予防事業内容の充実 

 

 

 

 ねんりんピック（全国健康福祉祭）の本県における開催を契機として、高

齢者のスポーツ、文化活動の促進や就労の場の確保などを通じて、生きがい

を持って社会参加できる地域づくりを推進します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆ねんりんピックの開催、参加促進 

◆シルバー人材センター支援と人材育成 

◆高齢者クラブへの支援 

◆異世代交流活動などの社会活動への支援 

 

１．元気あふれる生活の推進 

２．生きがい対策の充実 
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 高齢者が住み慣れた地域で安心して生活が送れるよう、警察署や消防署な

ど関係機関との連携を強化し、見守りや地域でのケア、災害時の援護体制、

防犯対策などの充実を図ります。 

 

〔主な取り組み〕 

◆避難など、緊急・災害時対策の確立 

◆防犯対策等の充実 

◆地域支援事業への参加促進 

◆地域ケアシステムの推進 

 

 

 

 保険財政の健全化を図るため、保険料の適正な賦課と徴収に努めます。ま

た、利用者に満足度の高いサービスを提供するため、介護支援専門員や介護

サービス事業者、認定調査員などの質的向上を図ります。 

 

〔主な取り組み〕 

◆保険料の適正な賦課と徴収の推進 

◆相談機能の強化など介護サービス体制の充実 

◆家族介護者への支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．地域で支えあう体制の充実 

４．介護保険の適正な運営 
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③ 障害者福祉 

 

 本市の平成 17 年度末の身体障害者（児）は 2,474 人、知的障害者（児）は 459

人、精神障害者は 202 人と年々増加しており、難病患者についても増加の傾向に

あります。 

本市ではこれまで、障害者の福祉向上を図るため、市内に立地する福祉施設と

の連携や交通バリアフリー基本構想の策定などを進めてきましたが、共生社会の

実現に向けては、道路の整備や教育、産業など、多方面にわたる連携と人々が互

いを支えあうケアの関係の構築が必要となります。また、平成 18 年の障害者自

立支援法の施行により、三障害の制度が一元化され、共通のサービスを受けられ

るようになり、市の役割も大きく変化しています。 

 今後は、ノーマライゼーションの理念の実現を目指し、障害福祉計画に基づき

ながら、障害者が地域社会で安心して生活し、積極的に社会参加ができるよう、

自立に向けた支援や地域社会での受け入れ体制の充実など、総合的な福祉対策を

進めていく必要があります。 

 

 

 

【障害者手帳所持者の推移】                                                （単位：人） 

区     分 平成１３年度 １４年度 1５年度 １６年度 １７年度 

身 体 障 害 2,592 2,237 2,409 2,350 2,474

視覚障害 221 183 193 186 194

聴覚･平衡障害 258 202 212 201 202

音声･言語障害 35 26 28 27 27

肢体不自由 1,545 1,302 1,378 1,349 1,387

 

内部障害 533 524 598 587 664

知 的 障 害 394 404 427 439 459

精 神 障 害 100 115 145 176 202

  資料：県福祉相談センター,精神保健福祉センター 

 

【難病患者の推移】                                               （単位：人）  

区     分 平成１３年度 １４年度 1５年度 １６年度 １７年度 

難 病 患 者 568 625 633 547 577

特定疾患 237 251 276 265 275

小児慢性疾患 328 371 355 280 299 

血友病 3 3 2 2 3

                                    資料：水戸保健所 
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 地域における障害者の安全で快適な生活を保障するため、市民の理解と協働の

取り組みを基本とした障害福祉政策を推進するとともに、日常生活や活動を支え、

自立を支援していくため、障害者の積極的な意欲を尊重しながら社会参画を促し

ていきます。 

 

 

 

 

障害者福祉       １．障害福祉サービスの充実 

            ２．地域生活支援事業の充実 

         

         

 

 

 

 

 障害者計画と障害福祉計画に基づく福祉サービスを積極的に推進し、日常

生活の介護や外出時の移動支援、自立した日常生活又は社会生活のための訓

練や企業への就労など働く場の提供、必要な医療等の支援を図ります。 

 

〔主な取り組み〕 

◆介護給付の促進 

◆訓練等給付の促進 

◆サービス利用計画作成の促進 

◆自立支援医療の促進 

◆補装具給付の充実 

 

 
    ※「ノーマライゼーション」・・ 障害の有無にかかわらず、すべての人が同等に地域社会で生 

活し、活動できる社会を目指す考え方のこと 
 
    ※「介護給付」・・ 障害程度が一定以上の人に生活上・療養上の必要な介護を行なうサービス 
 
    ※「訓練給付」・・ 身体的・社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行なうサー 

ビス 
 
    ※「自立支援医療」・・ 障害者等が自立した日常生活や社会生活を営むために必要な医療 
 
    ※「補装具」・・ 障害者等の身体機能を補完する義肢、装具、車いす等 

１．障害福祉サービスの充実 
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 障害者がそれぞれの地域で自立した日常生活や社会生活が送れるよう、地

域の特徴を生かしたサービス体制をつくり、さまざまな支援やサービスの充

実を図ります。 

  

〔主な取り組み〕 

◆相談支援事業 

◆コミュニケーション支援事業の充実 

◆日常生活用具給付事業の充実 

◆移動支援事業の充実 

◆地域活動支援センター、福祉ホームの充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「相談支援事業」・・ 障害者や保護者等からの相談に応じ、必要な情報提供や助言、援 

助を行なう事業 
    

 ※「コミュニケーション支援事業」 

              ・・ 聴覚障害者等、意思の疎通が困難な方に手話通訳等を派遣する事業 
 
    ※「日常生活用具給付事業」 

・・ 日常生活上の便宜を図るための用具の給付や貸与を行なう事業 
 
    ※「移動支援事業」・・ 障害者等が円滑に外出することができるよう移動を支援する事業 
 
    ※「地域活動支援センター」 

             ・・ 創作的活動や生産活動を通して、障害者等の社会との交流を促進さ 

せる施設 
 
    ※「福祉ホーム」 ・・ 障害者等が低額な料金で入所でき、日常生活用具の給付を受けるこ 

とができる施設 

 

２．地域生活支援事業の充実 
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３．安心して子どもを生み育てることができる環境をつくります 

① 子ども・子育て支援 

 

 近年の少子化や核家族化の急速な進行により、子どもたちを取り巻く環境は大

きく変化し、家庭や地域におけるふれあいや教育力が低下してきているほか、子

どもに関わる事件や事故、犯罪、虐待などが大きな問題となっています。 

 本市ではこれまで、子どもたちの健全育成に向けて、保育園での緊急保育や延

長保育、小学校での放課後児童クラブなどの事業を積極的に展開してきました。 

また、離婚や未婚、不慮の事故などによるひとり親家庭等においては、各種手当

の支給や保育所、児童クラブへの入所時の配慮など、子育てや生活支援のほか、

家庭児童相談室や家庭訪問などによる生活相談を実施してきました。 

 今後は、地域や家庭のそれぞれの実情にきめ細かに対応のできる子育て支援の

一層の充実を図るとともに、父母その他の保護者が第一義務的責任を持ち、子育

ての力を身につけてもらうことを基本としながら、市全体、地域全体で子育てを

支援し、安心して子どもを生み育てることのできる環境を築いていく必要があり

ます。 

 

 

 

【保育所(園)入所児童数等の推移】 

区 分 平成 13 年 平成 14 年 平成 15 年 平成 16 年 平成 17 年 

施設数 9 9 9 9 9 

定  員（人） 909 909 909 909 939 

児童数（人） 1,011 1,047 1,086 1,088 1,122 

資料：子ども福祉課 
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 多様化するニーズに対応した保育の充実や児童の健全育成など、包括的な育児

支援施策を実施するとともに、家庭や地域の連携を基本とする子育て支援体制の

充実を図り、子どもを安心して生み育てることができる環境づくりを推進します。 

 

 

 

 

子ども・子育て支援       １．保育内容の充実 

                ２．育児支援対策の充実 

                ３．児童の健全育成 

                ４．ひとり親家庭等への支援 

 

 

 

 

 多様化する保育需要に対応するため、保育時間の拡大や一時保育を導入す

るほか、乳児保育、障害児保育等の充実を図ります。また、幼稚園との連携

や一元化に向けた検討など、時代に即した保育サービスの充実に努めるとと

もに、保育施設の整備・充実を図ります。 

 

〔主な取り組み〕 

◆延長保育、一時保育等の保育サービスの充実の検討 

◆世代間交流事業の充実 

◆幼稚園との連携 

◆保育所運営形態の見直し 

◆保育施設の充実 

 

１．保育内容の充実 
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 子育てに関する情報提供やサークルの育成などの育児支援環境づくりを

推進するとともに、関係機関との連携を図りながら、育児相談体制の充実に

努めます。 

 

〔主な取り組み〕 

◆地域子育て支援センターの充実 

◆各地域の保育所相談支援体制の充実 

 

 

 

 

子ども同士の交流や世代間交流の場となる施設の開放を図るとともに、学

童保育施設の整備や相談体制の充実など、児童の健全育成に努めます。また、

虐待などの保護を必要とする児童の早期発見や適切な保護を図るため、「要

保護児童対策地域協議会」の連携を推進します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆放課後児童クラブの充実 

◆児童相談の充実 

◆要保護児童対策の充実 

 
 

 ひとり親家庭等の生活の安定と自立に向けて、各種手当や技能習得支援、

家庭援護サービスの充実に努めるとともに、関係機関との連携による相談指

導体制を整備、就労の斡旋などにより自立を支援します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆各種手当の支給 

◆母子自立支援員の配置 

◆民生委員、社会福祉協議会、関係機関との連携の強化 

 

 

 

※「要保護児童地域対策協議会」 

    ・・ 虐待や非行などの要保護児童に関する問題について、関係機関等の連

携により、早期発見や適切な保護を図ることを目的に設置する組織 

２．育児支援対策の充実 

３．児童の健全育成 

４．ひとり親家庭等への支援 
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② 少子化対策 

 

 近年の急激な少子化の要因として、従来の晩婚化・非婚化といった点に加え、

夫婦の出生力の低下が指摘されています。その背景には、子育てと仕事の両立の

難しさや子育てに対する心理的・肉体的負担感、教育費などの経済的負担、さら

には結婚観・家庭観などの個人の価値観の変化があると考えられます。 

 本市ではこれまで、地域における世話役としての結婚相談員の配置や、地域子

育て支援センターを中心とした子育て家庭に対する育児支援や指導、親子のふれ

あいや遊びの輪を広げる場の提供、親同士の情報交換や育児相談の実施など、若

者の出会いの相談や仲介、子育てする親の負担や不安の軽減に取り組んできまし

た。 

 今後も、これから親となる若者への結婚や出産、子育てに対する意識の変革と

高揚に努めながら、結婚相談や出会いの仲介などの結婚支援活動を積極的に展開

していく必要があります。 
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資料：人口動態統計

【出生数の推移】
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 さまざまな子育て支援施策をはじめ、男女の出会いの機会の創出や結婚支援体

制の整備など、だれもが安心して子どもを生み育てられる環境づくりに積極的に

取り組み、持続的・効果的な少子化対策を推進します。 

 

 

 

 

少子化対策       １．少子化に対する意識の高揚 

            ２．少子化対策推進体制の整備 

 

 

 

 

 

 

結婚や出産、子育てに対する意識の変革を図るため、広報紙やホームページ

などによる意識啓発を積極的に行い、少子化に対する意識の高揚に努めます。 

 

〔主な取り組み〕 

◆広報活動の推進 

 

 

 

 若い世代が定着し、子どもが生まれ安心して子育てができるよう、関係機

関との連携のもと、少子化対策事業や結婚相談体制の検討を図りながら少子

化対策を推進します。 

  

〔主な取り組み〕 

◆少子化対策事業の検討 

◆結婚相談体制の検討 

 

１．少子化に対する意識の高揚 

２．少子化対策推進体制の整備 
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第４章 自然と共生した安全でやさしさのあるまちづくり 

〔生活環境〕 

１．だれにもやさしく、潤いのある生活環境を整えます 

① 生活道路 

 

 道路は、市民の快適な日常活動を支えるとともに、災害時の避難路や防災活動、

良好な住環境の維持のために必要な最も身近な生活基盤です。 

 本市ではこれまで、広域の交通を担う幹線道路の整備を踏まえながら、これら

に接続する道路をはじめ、通勤・通学路などの生活道路の整備を順次進め、その

維持管理に努めてきました。しかしながら、道路網としてのネットワーク形成や、

車や歩行者が安全・快適に通行できる道路環境の整備に向けては、依然多くの課

題が残されており、通過交通対策や緊急車両のための幅員の確保、事故の危険性

のある屈曲・狭あい道路の解消、歩道の整備など、市民のニーズに応える安全で

使いやすい道づくりが求められています。 

 今後は、緊急性の高い生活道路の整備を推進するとともに、地域の状況に応じ

た効果的な道づくりやバリアフリーに配慮した、だれもが安全に安心して利用で

きる環境の整備、緑豊かで潤いのある沿道環境、景観づくりなどに積極的に取り

組んでいく必要があります。 

 

 

 

【市道の整備状況】                       （平成１８年３月３１日現在） 

区 分 

 

路線数 
 

（本） 

 

実延長
 

（km） 

改良済

延  長

（km） 

 

改良率
 

（％） 

舗装済

延  長

（km） 

 

舗装率 
 

（％） 

１級市道 58 149.9 119.5 79.7 145.2 96.9 

２級市道 54 91.3 55.6 60.9 87.6 95.9 

その他市道 3,743 1,204.6 364.4 30.3 671.9 55.8 

合 計 3,855 1,445.8 539.5 37.3 904.7 62.6 

                                                                                 資料：道路整備課 

 

 

 

 

 

※「バリアフリー」・・ 高齢者、障害者等が社会生活をしていく上での、物理的、 

社会的な障壁を除去するという考え方 
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 バリアフリーや防犯などに配慮しながら、だれもが安心して利用できる安全・

快適な生活道路の整備や維持補修に努めるとともに、地域の特性や景観に配慮し

た特色のある道づくりを進めます。 

 

 

 

 

生活道路        １．生活道路網の整備 

                ２．交通バリアフリーの推進 

                       ３．地域に応じた道づくり 

 

 

 

 

 

 幹線道路網との連絡に配慮しながら、緊急性や必要性に応じて、既存道路

の拡幅や歩道の整備などを進め、安全で利用しやすい生活道路の整備、維持

補修に努めます。 

 

〔主な取り組み〕 

◆生活道路の整備、維持補修 

◆自転車・歩行者道の整備 

 

 

 

 移動の際の利便性及び安全性の向上を目的とした交通バリアフリー基本

構想に基づく整備計画を策定し、駅周辺地区の道路整備を推進します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆特定経路及び準特定経路の整備 

  

 

※「特定経路」・・ 駅などの旅客施設と公共施設・福祉施設等を結ぶ道路で、高齢 

者や障害者等が徒歩で移動する区間 

※「準特定経路」・・特定経路周辺の回遊性や滞在性を高めるため、特定経路を補完 

する道路 

１．生活道路網の整備 

２．交通バリアフリーの推進 
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 地域の実情に応じ、市民の理解と協力を得ながら、必要な道路機能を確保

した効率的・効果的な道路整備を進めるとともに、良好な道路景観の維持に

努めます。 

 

〔主な取り組み〕 

◆地域実情に応じた基準や構造による道路整備の推進 

◆道路里親制度の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．地域に応じた道づくり 
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② 公園・緑地 

 

 本市は、笠間県立自然公園、吾国愛宕県立自然公園などに連なる森林、台地部

の平地林や屋敷林、田園地域など豊かな緑の環境を有しており、これらの自然環

境や景観は、市民に潤いと安らぎをもたらす誇れる資源となっています。 

 本市には、こうした環境を背景に、芸術の森公園や総合公園、北山公園、つつ

じ公園、運動公園など多種多様な公園が整備されており、観光やスポーツ・レク

リエーションなどを通したさまざまな交流の場として、多くの市民や来訪者に親

しまれています。また、街区公園や地域のふれあい広場など、子どもたちが安心

して遊べる身近な公園・緑地の整備を順次推進しています。 

 今後は、本市の豊かな緑環境と都市環境との調和を基本としながら、住む人も

訪れる人も憩い、ふれあえる公園・広場の整備や、地域の特性に応じた美しい緑

地の保全・整備を進めていくとともに、市民との協働による公園や緑環境の維持

管理を検討、推進していく必要があります。 
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 自然環境と都市機能が調和した公園や緑地環境の整備に向けて、市民に潤いと

安らぎを与える緑豊かなまちづくりを推進するとともに、市民との協働による維

持管理体制を整えていきます。 

 

 

 

公園・緑地       １．自然公園の保全・活用 

            ２．都市公園の整備 

            ３．緑のまちづくりを支える体制づくり 

            ４．緑化の推進 

 

 

 

 

 市民の自然保護への理解を深めながら、笠間県立自然公園や吾国愛宕県立

自然公園の環境を保全していきます。また、北山公園やつつじ公園など、自

然環境を生かした特色ある公園整備を推進するとともに、観光資源としての

充実を図ります。 

 

〔主な取り組み〕 

◆自然保護意識の高揚・啓発 

◆観光施設やハイキングコース等の美化 

◆自然観察会等の実施 

◆園内施設、レクリエーション施設の整備・保全 

 

 

 

災害時の避難場所としての機能などを確保しながら、バリアフリーに配慮

しただれもが気軽に憩える都市公園や広場の配置を推進するとともに、公園

を利用する市民と行政との役割分担による適正な管理に努めます。 

 

〔主な取り組み〕 

◆バリアフリーに配慮した公園や広場の整備・充実 

◆公園管理体制の充実 

１．自然公園の保全・活用 

２．都市公園の整備 
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 身近な公園や緑地を安全に利用しやすく維持していくため、公園ボランテ

ィアなどを中心とする地域の自主的な維持管理体制づくりを進め、市民によ

る公園づくりや、緑化推進の取り組みを支援します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆公園ボランティアの育成・支援 

◆市民による身近な公園づくり研究会の組織化の検討 

 

 

 

 市民に潤いと安らぎを与える緑豊かなまちづくりを目指し、屋敷林や平地

林などの保全や活用を積極的に進めるとともに、公共公益施設や工場等の敷

地内緑化を推進します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆緑化意識の啓発 

◆都市緑化祭の促進 

３．緑のまちづくりを支える体制づくり 

４．緑化の推進 
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③ 河 川 

 

 本市には、市域のほぼ中央部を貫流する涸沼川とその支流が流れ、山々や市街

地を背景とする水辺空間を形成しているほか、多くのため池や雨水排水を担う水

路が整備されています。これらの河川や水路は、治水機能はもとより、水や緑に

身近に親しめる場、動植物の生息の場となる貴重な自然環境であり、潤いある親

水空間として保全し、活用していくことが望まれます。 

 一方、近年、生活排水の流入による河川やため池の水質の汚濁、廃棄物などに

よる環境の悪化が懸念されており、身近な水辺の保全に対する市民の意識も高ま

っています。 

 本市ではこれまで、茨城県など関係機関と連携しながら１級河川・準用河川の

改修を促進するとともに、道路整備や公共下水道事業との調整のもとに排水路の

整備を進めるなど、治水対策の充実を図ってきました。 

 今後も、関係機関との連携のもと、災害防止に向けた河川改修や水路整備、流

域内の遊水保水機能の保持など総合的な治水対策を推進するとともに、市民との

協働を基本に、日常的に水や緑とふれあえる空間として、水辺環境の保全・整備

に取り組んでいく必要があります。 

 

 

 

【河川の現況】                            （平成１８年４月１日現在） 

区 分 河 川 名 

一級河川 

涸沼川、涸沼前川、二反田川、巴川、稲田川、飯田川、間黒川、

稲田沢川、福原川、片庭川、随光寺川、桜川(笠間)、枝折川、 

桜川(岩間) 

準用河川 巴川、軍勢川、瀬戸の川、内川 

                                                       資料：道路整備課 

 

 

 

 

 

※「遊水機能」・・あふれた水を一時的に留めておく機能（川沿いの田が雨を溜めるなど） 

※「保水機能」・・地中に浸透させる機能（山林などの緑地が雨を一時的に貯留するなど） 
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 災害防止対策と雨水排水対策を踏まえ、河川改修や水路の整備など総合的な治

水対策を推進するとともに、市民の安らぎや憩いの場として、水と親しむ美しい

水辺環境づくりや水質の保全に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

河 川       １．河川改修の促進 

          ２．雨水排水対策の推進 

          ３．水質の保全と水辺環境の美化 

          ４．親水空間の整備 

 

 

 

 

 茨城県をはじめ関係機関との調整に基づき、1 級河川及び準用河川の改修

を促進するとともに、流域内の遊水・保水機能の保持に努めます。 

 

〔主な取り組み〕 

◆河川の総合的整備の促進 

 

 

 

 河川氾濫等の災害防止に向けて、道路整備や公共下水道事業を踏まえた計

画的な河川や水路等の整備を進めるとともに、調整機能を保ちつつ生態系に

も配慮した水辺環境づくりに取り組みます。 

 

〔主な取り組み〕 

◆河川整備計画の策定 

◆排水路整備計画の策定 

◆河川、水路、調整池の整備・改修 

１．河川改修の促進 

２．雨水排水対策の推進 
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河川愛護に関する市民意識の高揚を図るとともに、美化活動や水質の管理

など、市民との協働による河川・水路の維持管理体制を充実し、美しい水辺

の景観形成に努めます。 

 

〔主な取り組み〕 

◆クリーンアップひぬまネットワーク活動の推進 

◆河川美化活動の推進 

◆河川水質調査・管理の実施 

◆河川パトロールや水路等の定期点検の強化 

 

 

 

 河川や池沼の整備にあわせ、自然や生態系に配慮した、だれもが安心して

水に親しめる水辺づくりを進めます。 

 

〔主な取り組み〕 

◆親水空間の整備 

◆ビオトープの整備 

３．水質の保全と水辺環境の美化 

４．親水空間の整備 
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④ 上水道 

 

上水道は、健康で文化的な市民生活を営むために欠かすことのできない施設で

あり、将来にわたって安定した水の供給体制を確保することが求められています。 

 本市ではこれまで、地下水と県中央広域水道用水供給事業からの受水を水源と

して、水道事業基本計画に基づく浄水・配水施設の整備と適正な維持・管理など、

各地区を単位とした水の供給を推進してきました。また、配水管や浄水場等の施

設の老朽化、ライフラインとしての耐震化、系統化等の課題に対応しながら、施

設の更新を順次推進してきました。 

 今後は、各地区上水道事業の統合など長期的な視点に立った基本計画のもと、

老朽化の進行や災害対策を踏まえた適切な施設の維持・更新を推進していく必要

があります。また、給水需要に応じた水源の確保、効果的な水道事業の実施によ

る経営基盤の強化に努め、継続的かつ安定的な水の供給を図っていく必要があり

ます。 

 

 

 

 

 

【上水道の普及状況】 

区 分 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 

給水件数 22,414 件 22,902 件 23,378 件  

給水人口 70,182 人 70,851 人 71,591 人  

普及率 85.3％ 86.4％ 88.2％  

                                                                                    資料：水道課 
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 水道事業基本計画を策定し、施設の計画的な維持・管理を推進するとともに、

給水需要に応じた水源の確保と事業の健全経営に努め、安全な水の安定供給を図

ります。 

 

 

 

 

上水道       １．水資源の確保 

          ２．水の安定供給 

          ３．水道事業の統合 

          ４．節水意識の高揚 

 

 

 

 

 

 安全な水の供給に向けて、地下水の水質の保全・管理を進めるとともに、

県水道用水供給事業との連携を図り、安定した水源の確保に努めます。 

 

〔主な取り組み〕 

◆地下水の水質保全 

◆送水ポンプの維持管理 

 

 

 

 水需要の増大に対応した施設の整備、拡充を進めるとともに、維持管理体

制の強化を図り、水の安定供給に努めます。 

 

〔主な取り組み〕 

◆施設、設備の効率的な修繕、整備 

 

１．水資源の確保 

２．水の安定供給 
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 水道事業の効率化に向けて、事業の指針となる水道事業基本計画を策定し、

事業認可区域の変更を行うなど、各地区上水道事業の統合に向けた取組みを

推進します。また、水道料金の適正化を図り、事業の円滑な運営に努めます。 

 

〔主な取り組み〕 

◆水道事業の統合化の推進 

◆水道事業基本計画の策定 

◆水道事業認可計画の見直し 

◆水道料金の適正化の検討 

 

 

 

 効果的な水道事業の運営を図るため、広報紙やパンフレット、ホームペー

ジなどを活用し、市民や事業所における節水意識の高揚に努めます。 

 

〔主な取り組み〕 

◆節水意識の高揚・啓発の推進 

 

４．節水意識の高揚 

３．水道事業の統合 
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⑤ 生活排水 

 

 生活排水を適正に処理する下水道等の施設は、自然と共生し健康で快適な生活

を営むために欠かすことのできない根幹的な都市施設であり、河川や水路などの

水辺環境の維持や水質の保全のためにも早期整備が望まれています。 

 本市ではこれまで、市街地における公共下水道事業をはじめ、農村生活環境の

向上と農業用水の水源汚濁防止を図るための農業集落排水事業や浄化槽の設置

など、地域に応じた生活排水処理対策を進め、市民生活の向上と公共用水域の保

全に努めてきました。 

 今後も、新たな開発への対応や自然環境保全の視点に立ち、生活排水ベストプ

ランに基づいた公共下水道事業計画区域の見直しや農業集落排水施設の利用促

進、浄化槽の設置促進など、計画的で効率的な生活排水の処理を進めていく必要

があります。 

 

 

 

 

【生活排水の普及状況】                         

項 目 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 

処理人口 48,509 人 51,227 人 53,904 人 

公共下水道 29,659 人 31,497 人 32,484 人 

農業集落排水 4,010 人 3,941 人 4,629 人 

 

合併処理浄化槽 14,840 人 15,789 人 16,791 人 

総合普及率 58.9％ 63.1％ 65.7％  

                                          資料：下水道課 

 

 

 

 

 

 

※生活排水ベストプラン・・ 公共下水道、農業集落排水、合併処理浄化槽など、地域の 

特性に応じた生活排水対策を行い、最も効率的（ベスト）に 

短期間で整備を行うためのマスタープラン 
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 市民の生活環境の向上と自然と共生する環境の維持・保全に向けて、生活排水

ベストプランを策定し、公共下水道をはじめ地域の特性に応じた生活排水処理対

策を推進します。 

 

 

 

 

生活排水       １．生活排水ベストプランの策定 

２．公共下水道事業の推進 

           ３．農業集落排水施設の整備と利用促進 

           ４．浄化槽の設置促進 

 

 

 

 

 地域の特性に応じた排水処理施設を整備し、効率的な排水処理を進めるた

め、その指針となる生活排水ベストプランを策定します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆生活排水ベストプランの策定 

 

 

 

 事業認可区域の拡大にあわせ、管渠の整備や水洗化率の向上に努めるとと

もに、処理場の増設を促進します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆公共下水道事業の推進 

２．公共下水道事業の推進 

１．生活排水ベストプランの策定 
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 農業振興地域内の集落地等における農業集落排水施設の整備を進めると

ともに、水洗化率の向上に向けて施設利用を促進します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆農業集落排水施設の利用促進 

 

 
 

 公共下水道及び農業集落排水事業区域以外の区域においては、浄化槽の設

置を進めるとともに、市町村設置型浄化槽の導入について検討します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆浄化槽の設置普及・啓発 

◆市町村設置型浄化槽の導入検討 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※市町村設置型浄化槽・・ 生活排水処理施設の適正な維持管理と計画的な整備拡大を図 

るため、一定区域内において市町村自らが浄化槽の設置及び維 

持管理を行い、個人が使用料を負担する手法 

３．農業集落排水施設の整備と利用促進 

４．浄化槽の設置促進 
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⑥ 住 宅 

 

 本市では、交通の利便性の高さなどから、民間による大規模分譲地などの住宅

開発が進められ、人口の増加を支えてきました。また、公営住宅については１３

箇所３４３戸の市営住宅を整備し、６箇所２５３戸の県営住宅とあわせて、住宅

困窮者への入居支援を進めてきました。 

 近年、ライフスタイルの変化などから住宅ニーズが多様化し、民間開発の適切

な誘導による住宅供給の促進や緑地空間の確保など、安心して住み続けられるゆ

とりある居住環境が求められています。また、公営住宅においても、施設の老朽

化や立地の偏り、高齢単身世帯などの居住ニーズへの対応やバリアフリーなど、

新たな課題も生じています。 

 今後は、広域交通基盤の整備に伴う拠点開発などの動向を見据えながら、新た

な人口の受け皿となる住宅の適切な整備誘導を図るとともに、民間ストックの活

用を踏まえた住宅施策を積極的に進めていく必要があります。また、公営住宅基

本整備計画に基づく公営住宅の整備や更新を進め、良好な居住環境の整備を促進

する必要があります。 

 

 

【公営住宅の整備状況】                  

市営住宅 建設年度 戸数 県営住宅 建設年度 戸数 

寺崎住宅 S46 50 笠間アパート H10～H12 65 

石井不動前住宅 S47,48 60 笠間住宅 H11～H13 24 

佐城住宅 S50 10 福原アパート H14～H16 60 

寺崎第２住宅 S51,52 20 松山アパート S61 36 

稲田第２住宅（簡易平屋建） S52,53 13 松山住宅 H2 8 

北の入住宅 S54 12 友部アパート H11～H12 60 

石崎住宅 S54～57 54 

下市毛住宅 S58～61 50 

稲田第２住宅（木造） S62・H9～H10 12 

来栖住宅 S63～H2 16 

石井第２住宅 H3～H6 24 

福原住宅（木造） H14 10 

福原住宅（RC 造） H15～H16 12 

   

計  343 計  253 

 資料：都市計画課    
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 自然環境と共生し、高齢者や障害者をはじめだれもが安心して快適に住み続け

られる居住環境の形成を基本に、市民ニーズに応える多彩な住宅の供給を促進す

るとともに、公営住宅の充実を図ります。 

 

 

 

 

住 宅       １．公営住宅基本整備計画の策定 

          ２．多彩な住宅の供給促進 

 

 

 

 

 

 

 公営住宅の量、質の両面から総合的かつ計画的な整備を推進するため、指

針となる公営住宅基本整備計画の策定を進めます。 

 

〔主な取り組み〕 

◆公営住宅基本整備計画の策定 

 

 

 

 地域バランスに配慮した公営住宅の整備などを検討・推進するとともに、

民間事業者等の理解と協力のもと、景観やバリアフリーに配慮した魅力ある

住宅の供給を促進します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆公営住宅の整備 

◆地区計画、建築協定による良好な住環境づくりの推進 

◆民間の特定優良賃貸住宅等の整備誘導 

 

１．公営住宅基本整備計画の策定 

２．多彩な住宅の供給促進 
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⑦ 斎場・墓地 

 

 本市の斎場は、笠間市・水戸市（内原地区）・城里町で構成する一部事務組合

「笠間地方広域事務組合」により、火葬場とセレモニーホールをあわせ持つ総合

的な施設として運営されています。近年、生活様式の変化に伴い、自宅葬から施

設葬へと葬儀の様式も変化しつつある中で､ニーズに即した斎場の運営管理が望

まれています。 

また､墓地については、友部地区に民営の霊園墓地が整備されているほかは各

地区の寺院墓地や点在する小規模墓地が利用されている状況です。 

 今後は、斎場の適切な運営管理を進めるとともに、新たに生じる墓地需要を見

極めながら、斎場・墓地の在り方を検討していく必要があります。 
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 住民サービスに配慮した広域斎場の適切な運営管理を進めながら、効率的な経

営形態への見直しを検討するとともに、墓地の適正な管理を行います。 

  

 

 

 

斎場・墓地       １．斎場の運営管理 

            ２．墓地の適正管理 

 

 

 

 

 

 

 住民サービスの向上に努めるとともに、公衆衛生に充分配慮した施設の運

営管理を進めます。また、効率的な施設運営を図るため、経営形態の見直し

について検討します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆広域斎場の適切な運営管理 

◆民間委託等の検討 

 

 

 

 墓地の経営許可に当っては、需要の動向や周辺環境に配慮した適切な誘導

を行います。 

 

〔主な取り組み〕 

◆墓地経営の適正許可 

１．斎場の運営管理 

２．墓地の適正管理 
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２．さまざまな不安や災害に強い安全なまちをつくります 

① 消防・防災 

 

 本市ではこれまで、消防本部を中心に笠間、友部、岩間の各消防署による常備

消防と各地区の消防団からなる非常備消防の連携により消防活動を進めてきま

した。また、消防の広域化に対応した効率的な体制の確立に向け、消防指令の業

務の共同化など、組織機構改革が推進されています。 

 今後は、常備消防の充実とあわせ、地域における消防団員の確保や消防車両・

機器・施設の充実を図り、社会情勢に対応した消防・救急体制の整備を推進して

いく必要があります。 

 防災においては、阪神淡路大震災や新潟中越地震などを教訓に、市民の自主的

な活動や市民と行政の連携の重要性が再認識されています。本市においても、市

民の防災意識の高揚に努めながら、防災施設の整備・充実とあわせて、自主防災

組織の育成・強化や高齢者、障害者などへの支援体制を確立するなど、防災対策

の強化を進めていく必要があります。 

また、国民保護計画に基づき、有事における市民の生命や身体、財産の保護を

的確かつ迅速に実施できる体制の整備に努めていく必要があります。 

 

 

 

 

【火災発生件数及び死傷者数】                   

区 分 平成 13 年 平成 14 年 平成 15 年 平成 16 年 
平成 17 年 

（内原地区除）

火災発生件数 89 件 91 件 62 件 87 件 59 件 

火災による死者数 0 人 3 人 6 人 5 人 0 人 

火災による負傷者数 2 人 4 人 2 人 13 人 7 人 

             資料：消防本部 

 

 

 

 

 

 

※「自主防災組織」・・ 地域住民が自発的に初期消火などの防災活動を行う団体 
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 消防・防災施設や設備の一層の充実を図り、災害に対する総合的な防災体制の

確立や広域的な連携を強化するとともに、地域コミュニティを生かした自主防災

組織の育成など、災害に強いまちづくりを進めます。 

 

 

 

 

消防・防災       １．消防体制の充実 

            ２．救急救助体制の充実 

            ３．防災体制の充実 

            ４．防災まちづくりの推進 

            ５．国民保護体制の整備・充実 

 

 

 

 

 消防・救急無線のデジタル化、広域化、共同化等に備え、消防指令施設等

の改修整備を進め、通信連絡体制を強化するとともに、大規模な災害に備え

た近隣相互の応援体制や消防団の統合による非常備消防体制の強化に努め、

消防体制の充実を図ります。 

 

〔主な取り組み〕 

◆消防施設の整備・充実 

◆広域応援体制の整備・充実 

◆非常備消防体制の充実 

１．消防体制の充実 
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高度化・複雑化する救急医療に対する隊員の知識と技術の習得の向上を図ると

ともに、高規格救急車の配備や自動体外式除細動器(ＡＥＤ)の計画的な配置など

を進め、救急救命体制の充実に努めます。 

 

〔主な取り組み〕 

◆高速道路における救急救助業務実施体制の整備 

◆広域的な救急医療との連携 

◆救助資器材の整備 

◆救急救命士の適正配置 

◆自動体外式除細動器（AED）の設置 

 

 

 

 

 地域防災計画に基づき、自主防災組織の育成や活動支援、防災行政無線の

統合を含めた防災施設・設備の整備など、総合的かつ計画的な防災対策を推

進します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆地域防災計画の推進 

◆自主防災組織の育成支援 

◆防災施設等の整備 

 

 

 

 

 身近な公共施設や公園など、だれもが安心して避難できる避難場所の確保

と、避難施設及び避難路の整備を推進します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆避難場所、避難施設への誘導サインの設置 

◆広報等による防災意識の啓発 

 

２．救急救助体制の充実 

３．防災体制の充実 

４．防災まちづくりの推進 
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災害や武力攻撃などの緊急事態において、市民の避難や救援措置などを的

確かつ迅速に図るため、国民保護計画に基づく対策を推進します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆国民保護計画の推進 

◆地域防災計画と連動した避難誘導マニュアルの作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「自動体外式除細動器(ＡＥＤ)」 

         ・・ コンピューター化された医療機器で、心臓突然死の原因のひとつである 

心臓の心室細動（心臓の動きが不規則になる不整脈）が発生した場合に、 

電気ショックを与えて機能を回復させる装置 

５．国民保護体制の整備・充実 
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② 防 犯 

 

 近年、身近な生活の場で犯罪につながる要因が急増し、インターネットを利用

したハイテク犯罪をはじめ、子どもや高齢者が犠牲となる凶悪な犯罪など、犯罪

の多様化、巧妙化、低年齢化が進んでおり、犯罪を未然に防ぎ、だれもが安心し

て安全に暮らせるまちづくりを求める声はますます高まっています。 

 本市ではこれまで、警察署、防犯連絡員、防犯ボランティアを中心に家庭、地

域、学校との連携のもと、犯罪防止に向けたパトロールの強化や地域における見

守り活動など、地域ぐるみでの防犯に取り組んできました。 

 今後も、市民の防犯意識のさらなる高揚に努めるとともに、だれもが安心して

暮らし続けることのできる健全な社会の実現に向けて、市民や関係機関相互の連

携体制を強化しながら、積極的な防犯活動を進めていく必要があります。 

 

 

 

 

【犯罪発生状況】                       （笠間警察署管内、単位：件） 

区 分 平成 13 年 平成 14 年 平成 15 年 平成 16 年 平成 17 年 

凶悪犯 14 6 15 18 17 

窃 盗 1,839 1,879 1,738 1,557 1,478 

知能犯 37 39 59 116 79 

風俗犯 0 2 13 7 13 

粗暴犯 17 28 50 49 65 

その他 13 121 205 229 223 

合 計 1,920 2,075 2,080 1,976 1,875 

                                                          資料：笠間警察署  

 

 

 

 

 

 

※ハイテク犯罪・・ コンピュータ技術や電子通信技術を悪用した犯罪 
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 地域防犯ボランティアや警察署、防犯連絡員協議会などの関係団体や地域住民

との連携・協力のもと、防犯活動や安全な環境づくりを推進し、だれもが安心し

て暮らせる犯罪のないまちづくりの実現を目指します。 

 

 

 

 

防 犯         １．防犯体制の強化 

            ２．防犯施設の整備 

            ３．防犯意識の高揚 

 

 

 

 

 

 防犯ボランティアや防犯連絡員等の関係団体との連携のもと、パトロール

や見守りなど、地域ぐるみの防犯体制の強化を図ります。 

 

〔主な取り組み〕 

◆地域コミュニティ活用による防犯体制の強化 

◆児童等の登下校時の見守り強化 

◆青色防犯パトロール車（交通安全指導車）によるパトロール強化 

 

 

 

 夜間の犯罪などを未然に防ぐため、通学路などへの防犯灯の設置を図ると

ともに、地域コミュニティや企業と協力しながら、適切な維持管理を進めま

す。 

 

〔主な取り組み〕 

◆防犯灯の設置 

 

１．防犯体制の強化 

２．防犯施設の整備 
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 消費生活センターなどとの連携を図りながら、広報紙やホームページ、防

犯活動などを通して市民の防犯意識の高揚に努めます。 

 

〔主な取り組み〕 

◆防犯対策情報などの提供 

◆防犯看板の設置 

◆防犯講習会の開催 

◆地域安全運動の推進 

３．防犯意識の高揚 
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③ 交通安全 

 

 近年、自動車保有台数の増加や生活様式の多様化などによる車社会の著しい変

化に加え、高齢化社会を背景として、子どもや高齢者の交通事故の割合が高くな

っています。また、飲酒運転や交通違反など、モラルの低下に起因する重大な事

故も多発し、大きな社会問題になっています。 

本市においては、合併に伴う生活圏の拡大により、これまで以上に各地区の往

来による交通量の増加が見込まれ、交通事故の危険性もますます高くなっていま

す。  

 今後も、警察署や交通関係団体などと密接な連携を図りながら、交通安全意識

の高揚やモラルの徹底など、交通事故防止に向けた活動を積極的に展開していく

とともに、交通事故の起こりにくい道路環境の整備や交通安全施設の設置を推進

していく必要があります。 

 

 

 

 

【交通事故発生状況】                        （笠間警察署管内）   

区 分 平成 13 年 平成 14 年 平成 15 年 平成 16 年 平成 17 年 

発生件数 839 件 829 件 805 件 804 件 851 件 

死者数 19 人 16 人 13 人 13 人 14 人 

負傷者数 1,059 人 1,038 人 1,025 人 1,046 人 1,103 人 

                                                        資料： 笠間警察署 
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 交通安全団体の活動を支援し、市民の交通安全意識やモラルの一層の高揚を図

るとともに、交通危険箇所の点検・改善や安全施設の適正な整備など、だれもが

安全に通行できる道路交通環境づくりを推進します。 

 

 

 

 

交通安全       １．交通安全意識の高揚 

           ２．交通安全活動の推進 

           ３．交通安全施設の整備 

 

 

 

 

 

 幼児から高齢者まで、年代に応じた交通安全教育の充実を図り、警察署や

交通安全団体と協力し、交通安全意識の高揚に努めます。 

 

〔主な取り組み〕 

◆交通安全運動の実施 

◆街頭指導の実施 

◆交通安全教室の開催 

 

 

 

 交通事故防止を図るため、笠間市交通安全協会や笠間市交通安全母の会の

活動を支援しながら、交通安全活動の促進に努めます。 

 

〔主な取り組み〕 

◆交通関係団体の活動の支援 

 

１．交通安全意識の高揚 

２．交通安全活動の推進 
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 交通安全パトロールによる交通危険箇所の点検を進めるとともに、ガード

レールやカーブミラーなどの交通安全施設の整備を計画的に推進します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆交通安全施設の充実 

３．交通安全施設の整備 



 

 - 88 -

 

 

 

④ 消費者行政 

 

 インターネットや携帯電話などの普及に伴い、手軽な販売形態や多様なサービ

スの提供などにより市民の消費生活が豊かで便利になった反面、商品の安全性・

信頼性の問題や悪質な勧誘などによるトラブルの増加など、消費者を取り巻く状

況は複雑化しており、市民の新たな不安要因ともなっています。 

 本市ではこれまで、消費生活センターを中心に、安全な消費活動の啓発や相談、

指導をはじめとする消費者行政を推進してきました。 

 今後も、消費者の権利保護や消費生活の安定と向上に向けて、多様化する問題

に迅速かつ適切に対応できる体制の整備・充実を図るとともに、問題発生を未然

に防ぐ健全な消費生活の定着のため、出前講座の開催などを通して、啓発活動を

推進していく必要があります。 
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【消費生活に関わる相談件数】
  （平成18年4月1日～平成19年1月31日）

資料：笠間市消費生活センター

（件）

総数 372件

 

 

※平成１８年度末の数字を掲載予定。 
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 健全な消費生活の定着と安定に向けて、学習機会の充実や啓発活動を通して被

害の防止に努めるとともに、消費者の権利保護や相談・指導の充実など、多様化

する問題に適切に対応できる体制の整備と消費者団体の育成を図ります。 

 

 

 

 

消費者行政       １．啓発活動の充実 

            ２．相談事業の充実 

            ３．消費者団体の育成・支援 

 

 

 

 

 

 消費生活講座など、あらゆる機会を通して消費者問題防止に関する情報提

供などを進め、安心・安全な消費生活が送れるよう消費者意識の高揚を図り

ます。 

 

〔主な取り組み〕 

◆消費生活講座の開催 

◆各種団体への説明会の開催 

 

 

 

 さまざまな消費者問題の解決や被害からの救済を図るため、職員や相談員

のレベルアップを図り、関係機関との連携を密にしながら、気軽に利用でき

る相談処理体制の充実に努めます。 

 

〔主な取り組み〕 

◆相談処理体制の充実 

１．啓発活動の充実 

２．相談事業の充実 
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 消費者を取り巻くさまざまな問題に適切に対応できるよう消費者団体の

育成に努め、活動の支援を図ります。 

 

〔主な取り組み〕 

◆消費者団体の統合の推進 

◆消費者団体の活動支援 

３．消費者団体の育成・支援 
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３．自然環境にやさしい循環型社会をつくります 

① 環境保全・公害防止 

 

 二酸化炭素濃度の増加による温暖化など地球規模の環境問題や、大量生産・大

量廃棄や化学物質に起因する環境汚染、騒音・悪臭などの生活型環境問題などが

深刻化し、これらの解決に向けたさまざまな環境保全対策や活動が全国的に推進

されています。 

 本市においても、不法投棄の防止や水質の監視をはじめ、住みよい環境条例や

公害防止条例などによる良好な生活環境づくりを目指した市民活動が積極的に

展開されています。 

 今後も、本市固有の豊かな自然環境の保全や、地球環境への負荷を低減する施

策を継続的に推進するとともに、環境意識のさらなる高揚、環境負荷の少ない生

活様式への転換などに市民や事業者と連携して取り組んでいく必要があります。 

 

 

 

 

 

【公害苦情処理件数】                             （平成 17 年度） 

区 分 不法投棄 悪 臭 水質汚濁 騒 音 土壌汚染 計 

件 数 334 0 21 4 0 359 

資料：環境保全課 
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 地球環境への配慮を基本として、豊かな自然環境を守り、次代へ継承していく

ため、環境基本計画を策定し、市民や事業者と連携して環境保全活動を推進して

いきます。 

 

 

 

 

環境保全・公害防止       １．環境基本計画の策定 

                ２．自然環境の保全 

                ３．生活環境の保全 

                ４．環境保全活動の推進 

 

 

 

 

 自然環境や生活環境などにおける各施策を総合的かつ計画的に進め、市民

参加による取り組みを促進するため、その指針となる環境基本計画を策定し

ます。 

 

〔主な取り組み〕 

◆環境基本計画の策定 

 

 

 

 貴重な自然と生態系の維持に努め、地球規模での環境保全に貢献するとと

もに、省エネルギー化やエネルギーの有効利用を推進し、環境負荷の少ない

循環型社会の形成を目指します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆開発における生態系への配慮の徹底 

◆環境負荷の少ないエネルギー利用の推進 

 

１．環境基本計画の策定 

２．自然環境の保全 
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 騒音、悪臭、水質汚濁などの公害を防止するため、家庭や事業所等におけ

る対策の普及啓発を図るとともに、発生源の把握に努め、公害の未然防止を

促進します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆公害防止に向けた普及啓発 

◆監視活動の実施 

 

 

 

 環境保全について自ら考え、行動できる人を育てるため、生涯学習などと

の連携により環境教育の充実を図ります。また、市民、事業者、行政が一体

となった環境対策や公害防止活動を推進します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆環境教育、環境学習の推進 

◆環境美化推進団体の支援 

 

３．生活環境の保全 

４．環境保全活動の推進 



 

 - 94 -

 

 

 

② 廃棄物対策 

 

 地球温暖化や環境資源の涸渇化などの問題に対し、市民が身近な生活の中で主

体的に取り組める環境対策として、ごみの減量化や再資源化がますます重要にな

ってきています。 

 本市のごみ処理は、笠間地区はエコフロンティアかさま、友部・岩間地区は隣

接する水戸市（内原地区）と構成する笠間・水戸環境組合（環境センター）を組

織して進めていますが、効率的・効果的な処理に向けたごみ処理計画の見直しに

ついても検討していく必要があります。また、ごみの発生量は近年横ばいで推移

していますが、一方で、廃棄物などの不法投棄が増加しており、産業廃棄物など

による重大な環境汚染や環境破壊などの未然防止に向けて、厳しい取締や監視体

制の整備が強く望まれています。 

 今後も、環境負荷の少ない循環型社会の形成を目指し、環境美化意識の高揚を

図りながら、さらなるごみの減量化や再資源化を推進するとともに、市民や企業

と一体となって、ごみのない清潔で美しいまちづくりに取り組んでいく必要があ

ります。 

 

 

 

【ごみ排出量の推移】                    （単位：ｔ ） 

区 分 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 

可燃ごみ 23,142 21,752 22,305 

不燃ごみ 1,740 944 943 

 粗大ごみ 411 357 549 

 有害ごみ 23 31 29 

資源物 1,671 2,673 2,632 

 総 量 26,987 25,757 26,458 

資料：環境保全課 
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 市民の環境美化に対する意識の高揚を図りながら、ごみの減量化や再資源化な

ど適正な処理を進めるとともに、効率的なし尿処理を推進し、環境に負荷の少な

い資源循環型社会の形成を目指します。 

 

 

 

 

廃棄物対策        １．ごみ処理体制の強化 

             ２．循環型社会の推進 

             ３．不法投棄の防止 

             ４．し尿処理施設の充実 

 

 

 

 

 ごみ処理基本計画の見直しを行い、処理施設の適正な運営や建替えの検討

を進めるなど、効率的・効果的な処理体制の強化を図ります 

 

〔主な取り組み〕 

◆ごみ処理基本計画の見直し 

 

 

 

 循環型社会の推進に向けて、市民や企業と一体となってごみの減量化、再

利用、再資源化を図り、資源の循環を推進します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆分別収集の推進 

◆３Ｒ運動の推進 

 

 

 

 

※「３Ｒ」・・reduce（ごみを減らす）、reuse（繰り返し使う）、recycle（資源

として再利用する） 

 

１．ごみ処理体制の強化 

２．循環型社会の推進 
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 ごみのない清潔で美しいまちづくりに向けて、市民一人ひとりの環境美化

意識の高揚に努めていくとともに、廃棄物の不法投棄などに対する監視体制

の強化を図ります。 

 

〔主な取り組み〕 

◆不法投棄やポイ捨て対策の推進 

◆パトロールの実施 

 

 

 

 

 合併処理浄化槽の設置などを促進しながら、一部事務組合で運営するし尿

処理施設について、機能の維持と適正な管理を促進します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆処理施設（一部事務組合）の維持管理の促進 

 

 

 

３．不法投棄の防止 

４．し尿処理施設の充実 
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第５章 人が輝き、豊かな文化を創造・発信するまちづくり 

〔教育・文化〕 

１．次代を担う子どもを育みます 

① 幼児教育 

 

 幼児期は基本的な生活習慣や道徳性の芽生えを培う最も重要な時期です。しか

し、核家族化や急速な少子化の進行など社会環境が変化する中で、子育てを取り

巻く環境も大きく変化しており、小学校就学の準備段階としての教育はもとより、

家庭や地域との関わりの中で身につけていく社会性や心の教育、子育てする親へ

の教育など、幼児教育が担う役割はますます重要になっています。 

 本市には、市立幼稚園が２園、私立幼稚園が７園あり、保護者との連携のもと、

子どもの発達に応じた教育の充実や地域とのふれあい・体験活動など、小学校へ

とつながる学びの連続性を大切にした幼児教育に取り組んできました。 

 今後も、幼稚園教育要領の趣旨に基づきながら、基本的な生活習慣を身につけ、

人と関わる力を育む幼児教育の一層の充実を図るとともに、認定子ども園への支

援の検討や幼稚園から小学校への一貫性を重視しながら、家庭や地域、小学校や

保育所との連携のもと、幼児の成長をみんなで見守り健やかに育む教育環境づく

りを推進していく必要があります。 

 

 

 

       【幼稚園就園児の状況】                      （平成１８年５月１日現在、単位：級、人） 

区 分 学級数 ３歳児 ４歳児 ５歳児 総数 教員数

笠間市立笠間幼稚園 6  45  62  63  170   9   

笠間市立稲田幼稚園 4  17  32  29  78   7   

 あゆみ幼稚園 4  15  22  17  54   5   

 こじか幼稚園 7  44  60  68  172   8   

ともべ幼稚園 11  81  87  103  271   14   

さくら幼稚園 9  74  90  55  219   12   

すみれ幼稚園 8  61  76  62  199   11   

岩間第一幼稚園 8  36  47  51  134   10   

ドレミ幼稚園 3  20  18  19  57   5   

計 60  393  494  467  1,354   81   

               資料：学校教育課  
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 幼児の豊かな発達や小学校までの学びの連続性を大切にし、家庭や地域、学校

と連携しながら、心身共に健やかな幼児を育む教育を推進します。 

 

 

 

 

幼児教育       １．豊かな体験活動の充実 

           ２．教育課程と指導の充実 

           ３．保護者・地域との連携 

           ４．幼稚園施設の充実 

 

 

 

 

 地域や人との関わりを大切にした豊かな体験活動を通して、幼児期にふさ

わしい道徳性や社会性の育成に努めます。 

 

〔主な取り組み〕 

◆幼児の主体的な活動を促進する体験活動の実施 

 

 

 

 幼児一人ひとりの発達にきめ細かに対応できる教育課程や指導計画の充

実・実践に努めます。また、学びの連続性を大切にし、小学校との連携を強

化していくとともに、保育所との連携や一元化に向けた検討を行うなど、時

代に即した保育サービスの充実に努めます。 

 

〔主な取り組み〕 

◆指導計画の作成と支援 

◆私立幼稚園への助成 

◆相互訪問など幼小交流活動の実施 

◆保育所との連携 

◆幼稚園運営形態の見直し 

      

１．豊かな体験活動の充実 

２．教育課程と指導の充実 
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 保護者や地域との連携のもと、さまざまなふれあい・体験活動を実施する

など、地域に開かれた特色ある幼稚園づくりを進めます。 

 

〔主な取り組み〕 

◆地域との交流活動の推進 

 

 

 

 幼児がより安全で快適な幼稚園生活を送れるよう、安全に配慮した施設の

整備と維持管理を計画的に進めます。 

 

〔主な取り組み〕 

◆幼稚園施設の適正な維持管理 

３．保護者・地域との連携 

４．幼稚園施設の充実 
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② 学校教育 

 

子ども達が健やかに学び育つ環境づくりに向けて、確かな学力を身につける教

育はもとより、やさしさとたくましさを育む心の教育など、学校教育への期待と

課題はますます大きくなり多様化しています。 

 本市ではこれまで、教育内容や施設の充実はもとより、地域資源を生かした特

色ある教育の実施や、さまざまな悩みに応える子どもや親への相談体制の充実な

ど、家庭や地域とのつながりを大切にする学校づくりに努めるとともに、学校ボ

ランティアや地域防犯活動など、子どもたちの安全を地域と協力して見守る体制

づくりを展開してきました。 

 今後も、児童生徒の学力や体力、心の安定などの実態を的確に把握しながら、

学力の向上と生きる力を育む教育の一層の充実に向けて、教育内容や施設、教育

力の強化を図っていくとともに、保護者や地域との密接な連携のもと、地域の資

源や人材の活用、安全に配慮した学校施設の開放など、地域コミュニティの拠点

としての学校の役割を認識しながら、地域に信頼され、愛される開かれた学校づ

くりを推進していく必要があります。 
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【小学校の学校別状況】                               （平成１８年５月１日現在、単位：級、人 ） 

生徒数 
学校名 学級数 

１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 
７５条の 

学  級 計 
教員数

笠間小学校 21 105 104 92 92 101 103 15 612 28

東小学校 6 9 11 10 16 14 17 0 77 10

佐城小学校 7 30 28 24 33 33 33 4 185 11

箱田小学校 7 22 31 21 24 26 24 3 151 11

南小学校 10 45 35 41 48 25 41 0 235 15

稲田小学校 13 43 42 45 41 62 50 1 284 18

宍戸小学校 13 51 60 66 68 47 58 3 353 29

友部小学校 24 130 105 124 128 119 123 5 734 30

北川根小学校 14 64 45 47 72 53 55 9 345 21

大原小学校 8 31 41 33 41 36 35 0 217 14

友部第二小学校 17 61 79 84 85 84 109 6 508 24

岩間第一小学校 14 55 58 51 66 63 63 2 358 22

岩間第二小学校 8 37 35 43 27 44 38 0 224 13

岩間第三小学校 14 50 60 44 66 56 63 5 344 20

計 176 733 734 725 807 763 812 53 4,627 266

                        資料：学校教育課 

 

 

         【中学校の学校別状況】                          （平成１８年５月１日現在、単位：級、人） 

生徒数 
学校名 学級数 

１年生 ２年生 ３年生 
７５条の 

学  級 計 
教員数

笠間中学校 14 145 148 158 5 456 28

東中学校 3 22 26 28 0 76 13 

南中学校 4 37 26 48 0 111 13 

稲田中学校 7 54 64 43 3 164 15

友部中学校 19 192 220 240 5 657 51

友部第二中学校 13 145 153 128 4 430 25

岩間中学校 17 173 169 175 3 520 31

計 77 768 806 820 20 2,414 176

資料：学校教育課   
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 「確かな学力の育成・心の教育の充実・信頼される学校づくり」を基本とし、

児童生徒の個性を尊重する教育の充実を図るとともに、地域に開かれた魅力ある

学校づくりを推進します。 

 

 

 

 

学校教育      １．確かな学力の育成 

          ２．心の教育の充実 

          ３．信頼される学校づくり 

          ４．学校施設の充実 

 

 

 

 

 学力の実態の分析・検証、学習意欲を高める授業プランの作成などを通し

て、確かな学力の定着を図ります。 

 

〔主な取り組み〕 

◆学力向上のための授業プランの作成 

◆授業力をつける校内研修プランの作成、教職員研修の実施 

 

 

 

 体験活動や道徳教育を通した心の教育の充実とともに、体力向上、食育や

郷土教育に積極的に取り組み、心身共に健やかな子どもの教育を推進します。 

 特に、いじめや不登校等に適切に対応するカウンセリングや教育相談の充

実を図ります。 

 

〔主な取り組み〕 

◆豊かな体験活動の充実 

◆道徳教育の充実 

◆体力・生活実態調査の実施 

◆食に関する指導の充実 

◆カウンセリング・教育相談の充実 

◆小学校社会科副読本「かさま」の作成と活用 

１．確かな学力の育成 

２．心の教育の充実 
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 保護者と地域の参画に基づく特色ある学校運営や、学校評価の実施、積極

的な情報公開に努め、信頼される開かれた学校づくりを推進します。 

 特に、家庭や地域との連携、幼小中連携の積極的な推進を図るとともに、

学校の安全の確保や、専門的資質や使命感を持って教育に取り組める人材の

育成・確保に努めます。 

 

〔主な取り組み〕 

◆学校公開の推進 

◆学校評価の実施とその公開 

◆学校評議員会の開催 

◆幼小中連携教育の積極的な推進 

◆小学校英語活動プランの推進 

◆家庭・地域との連携プランの推進 

◆学校の安全の確保 

◆教職員の生活や心のケア対策 

 

 

 

学校施設の整備改善を計画的に進め、適正な維持管理に努めるとともに、

校務のＩＴ環境の充実を図り、教育情報の共有化を推進します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆学校施設の整備充実 

◆耐震化の計画的実施 

◆教育情報ネットワークの整備・活用 

 

 

３．信頼される学校づくり 

４．学校施設の充実 
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③ 青少年育成 

 

 少子高齢化や核家族化などを背景に青少年を取り巻く社会環境はますます複

雑化しており、いじめや不登校、家庭内暴力、犯罪への関与など、少年非行も低

年齢化・凶悪化する傾向にあり、大きな社会問題となっています。また、学校・

家庭・地域は人間形成の大切な場所であり、一体となって本来の教育力を高め、

心身共に健やかな子どもたちを地域ぐるみで育成していくことがますます重要

になっています。 

 本市ではこれまで、学校週５日制の実施に伴うゆとりある時間を有効に利用し

ながら、放課後児童対策や休日活動の場の充実など、社会体験や多世代の子ども

たちのふれあいを通して、思いやりの心や生きる力を育む活動に取り組むととも

に、学校・家庭・地域の連携を強化しながら、環境の浄化や非行防止活動を積極

的に推進してきました。 

 今後も、次代を担う子どもたちが、一人ひとりの個性と能力を生かし、自分ら

しく社会を生きていく力を育むことができるよう、地域ぐるみで青少年の健全育

成に取り組んでいく必要があります。 
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 家庭や地域の教育力を高め、連携を強化しながら、青少年が心身共に健康に人

間性豊かに成長できるよう支援していきます。 

また、意欲ある元気な団体を育成し、環境浄化や非行防止活動を積極的に展開

していきます。 

 

 

 

 

青少年育成       １．家庭や地域の教育力の強化 

            ２．青少年団体の充実・支援 

            ３．推進体制の充実 

 

 

 

 

 

 学校や公民館、青少年団体等の連携により、地域と一体となって青少年を

見守り、指導する体制を整えるなど、家庭や地域の教育力を高める施策を積

極的に展開していきます。 

 

〔主な取り組み〕 

◆青少年が健やかに育つ社会環境の整備 

◆学校・家庭・地域の連携強化 

 

 

 

 子ども会や青少年団体が、自主的に円滑に活動できるよう、組織や指導者

の育成に努め、活動を支援していきます。 

 

〔主な取り組み〕 

◆青少年指導者、青少年育成組織の育成・支援 

◆子ども会、スポーツ少年団活動の支援 

◆ボランティア、地域活動の充実と支援 

１．家庭や地域の教育力の強化 

２．青少年団体の充実・支援 
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 学校や関係団体、地域が密接に連携し、非行に関する問題行動の早期発見

と指導、問題解決のための活動の総合的・効果的な推進を図るとともに、地

域ぐるみで青少年のための環境浄化を推進します。 

 また、青少年育成市民会議の組織強化など、各種活動の推進体制の充実を

図ります。 

 

〔主な取り組み〕 

◆青少年関係団体相互の連携 

◆青少年育成笠間市民会議の各支部の組織化 

◆非行防止活動の推進 

 

 

 

 

 

３．推進体制の充実 
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２．だれもが自ら学び、能力を発揮できる環境をつくります 

① 生涯学習 

 

 余暇時間の増大や生活水準の向上を背景に、価値観やライフスタイルの多様化

が進展し、「物の豊かさ」に加え「心の豊かさ」が求められる時代を迎え、一人

ひとりの学ぶ意欲や自己実現のためのスキルアップなどの目的に応じて、だれも

が、いつでも、自由に学習手段や機会を選択できる学習環境づくりがますます重

要になっています。 

 本市ではこれまで、各地区の公民館や図書館を中心に各種教室・講座の開催や

多様な学習機会の提供を図るとともに、団塊の世代の社会参加の場づくりや指導

者人材バンクの活用、学習情報の提供など、市民の学びの環境の充実に努めてき

ました。 

 今後も、市民の主体的な生涯学習活動を支援するため、学習内容の一層の充実

を図り、分かりやすく利用しやすい情報の提供、指導体制の充実、成果の発表の

場の充実を図っていく必要があります。また、公民館・図書館をはじめとする生

涯学習の拠点施設の維持・充実を図るとともに、施設の柔軟かつ有効な利用を促

進していく必要があります。 

 

 

 

【公民館活動の状況】                                 （平成 17 年度） 

 笠間公民館 友部公民館 岩間公民館 計 

自主活動、クラブ活動団体数 49 団体 141 団体 35 団体 225 団体 

資料：各公民館  

 

【図書館の利用状況】                                 （平成 17 年度） 

 笠間図書館 友部図書館 岩間図書館 計 

蔵書数 129,035 冊 230,000 冊 29,000 冊  388,035 冊 

年間貸出冊数 507,244 冊 361,189 冊 15,594 冊  884,027 冊 

年間入館者数 221,538 人 176,302 人 6,231 人  404,071 人 

資料：各図書館  
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 だれもが、いつでも、どこでも、自由に学習機会を選択して学ぶことができる

よう、学習情報の提供や指導体制の充実など生涯学習を総合的に推進する体制を

整えるとともに、施設・設備の適切な管理と有効活用を推進します。 

 

 

 

 

生涯学習       １．推進体制の充実 

           ２．施設・設備等の活用と充実 

           ３．学習情報及び学習機会の提供 

           ４．指導体制の充実 

 

 

 

 

 学校教育と社会教育の連携を図りながら、生涯学習の推進体制を確立する

とともに、企画運営への市民参加を推進します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆学校教育と社会教育の連携 

◆生涯学習推進本部の設立 

 

 

 

 公民館をはじめ、生涯学習活動の場となる施設や設備の整備・充実を進め

るとともに、図書資料の充実やネットワーク化など、図書館の利用促進を図

ります。 

 

〔主な取り組み〕 

◆時代の変化に対応した生涯学習環境の充実 

◆図書資料の充実と利用促進 

１．推進体制の充実 

２．施設・設備等の活用と充実 
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 生涯学習に関するさまざまな情報のネットワーク化を推進し、分かりやす

く、利用しやすい学習情報の提供や、各種施設を有効に活用した学習機会の

充実に努めます。 

 

〔主な取り組み〕 

◆生涯学習情報ネットワーク化の推進 

◆学習成果の発表の場の充実 

 

 

 

 生涯学習の内容の一層の充実を図るため、出前講座などの活用を促進する

とともに、さまざまな分野における指導者の確保に努めます。 

 

〔主な取り組み〕 

◆市民講師など指導者の確保充実 

 

 

３．学習情報及び学習機会の提供 

４．指導体制の充実 
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② スポーツ・レクリエーション 

 

 科学技術や情報通信技術の進展により生活が便利になった反面、体力や運動能

力の低下、人間関係の希薄化、ストレスに起因する健康障害の発生などが顕在化

し、社会的な問題としても取り上げられています。だれもが健康で豊かな生活を

送っていくためにスポーツの果たす役割は大きく、生涯にわたりスポーツに親し

める環境づくりを進めていくことがますます重要になっています。 

 本市ではこれまで、だれもが気軽にスポーツ・レクリエーションを楽しむこと

ができるよう、運動施設等の整備・充実を図るとともに、指導者やリーダーの育

成に努めてきました。また、「全国高等学校アームレスリング大会」や「かさま

陶芸の里マラソン大会」など、多くの参加者が一堂に会するスポーツ大会を開催

し、広くスポーツの普及啓発を推進してきました。 

 今後も、市民のニーズや期待を的確に把握しながら、施設の整備・充実や指導

者の育成・確保に努めるとともに、各種大会・教室などの充実をはじめ、市民一

人ひとりが能力や目的に応じて継続的にスポーツを楽しみ、健康増進を図ること

ができる環境の整備を進めていく必要があります。 
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【体育施設の利用状況】                               （単位：人） 

施 設 名 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 

市民体育館 43,883  44,126  34,440  

市民プール 3,045  4,914  4,487  

武道館 17,980  16,209  17,119  

総合公園テニスコート 3,736  4,405  5,562  

柿橋テニスコート 5,910  5,797   6,088   

橋爪弓道場 －  2,073  1,381  

岩間海洋センター体育館 16,075  16,284  20,968  

岩間海洋センターグラウンド 13,712  14,117  13,719  

岩間海洋センタープール 2,359  3,127  2,674  

岩間武道館 13,962  16,245  12,288  

岩間工業団地テニスコート 1,565  1,578  1,478   

資料：スポーツ振興課 

 

【体育施設の利用状況】                                （単位：件）  

施 設 名 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 

総合公園市民球場 87   74   84   

総合公園多目的広場 159   128   113   

総合公園芝生スポーツ広場 94   61   68   

南山スポーツ公園 99   103   109   

高田運動公園 149   129   139   

柿橋グラウンド 461   537   605   

北山グラウンド 385   428   380   

鴻巣グラウンド 285   395   279   

大原グラウンド 129   137   154   

北川根ふれあい広場 320   259   282   

資料：スポーツ振興課 
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 市民のだれもが、体力や年齢に応じ、生涯を通してスポーツに親しめる施設の

整備・充実を図っていくとともに、各種大会の開催や団体の育成を通して、身近

で多彩なスポーツ・レクリエーションの振興を図ります。 

 

 

 

 スポーツ・       １．生涯スポーツの推進 

 レクリエーション    ２．地域スポーツ活動の推進 

             ３．競技スポーツの振興 

             ４．推進・指導体制の充実 

             ５．施設の整備・充実 

 

 

 

 

 スポーツ少年団の育成と加入推進を図るとともに、各年代に応じたプログ

ラムの導入により、生涯スポーツを通した健康・体力づくりを推進します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆ニュースポーツの普及、各種スポーツ教室の開催 

◆各種大会やイベントの開催 

◆スポーツ少年団の支援 

 

 

 

 学校体育施設の活用を促進するなど、地域スポーツの普及に向けた取り組

みを強化します。また、総合型地域スポーツクラブの設立に向けて、啓発活

動を推進するとともに、クラブマネージャーの育成を図ります。 

 

〔主な取り組み〕 

◆学校体育施設開放 

◆指導者やリーダーの育成 

◆普及・啓発活動の推進 

◆クラブマネージャーの育成 

１．生涯スポーツの推進 

２．地域スポーツ活動の推進 
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 本市が取り組んできた各種スポーツ大会の継続を図るとともに、体育協会

の充実や顕彰制度を推進し、競技スポーツの一層の振興を図ります。 

 

〔主な取り組み〕 

◆全国高等学校アームレスリング大会、陶芸の里マラソン大会の実施 

◆スポーツ奨励金による支援 

◆体育協会の支援 

 

 

 

 

 体育指導委員の活動の活性化、スポーツ指導者の育成・発掘に努めるとと

もに、スポーツリーダーバンク制度の活用を進めます。 

 また、市民ニーズに対応したスポーツ情報の収集と提供のため、スポーツ

情報システムの確立に努めます。 

 

〔主な取り組み〕 

◆スポーツリーダーバンクの設立 

◆スポーツ振興計画の策定 

◆ホームページの充実 

◆競技団体とのネットワーク整備・強化 

 

 

 

 市内のさまざまなスポーツ･レクリエーション施設の整備・充実を図ると

ともに、だれもが利用しやすい柔軟な利用形態の検討や、適切な管理運営に

努めます。 

 

〔主な取り組み〕 

◆施設整備計画の策定 

◆施設利用手続きの電子化 

◆施設使用料の見直し 

 

３．競技スポーツの振興 

４．推進・指導体制の充実 

５．施設の整備・充実 
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３．個性と創造性豊かな笠間の文化を広げていきます 

① 文化財 

 

 本市には県内でも有数の文化財や伝統芸能などが数多く残され、また継承され

ています。豊かな緑の森や田園環境、歴史の中でさまざまな先人たちの営みによ

り磨かれてきたこれらの文化・伝統は、今日の笠間の文化の礎となる市民の貴重

な財産であり、これらを後世にしっかりと伝えていくことが大切です。 

 今後は、市内文化財の調査・研究と適正な保全管理の体制を整えていくととも

に、郷土学習などのさまざまな学習の場に生かしながら、継承していく必要があ

ります。 

 また、歴史的民俗的な資料の積極的な公開・展示に向けた資料館等の整備の検

討をはじめ、新たな市史の編さんを進め、市民の誇りにつながる歴史と文化の環

境づくりを進めていく必要があります。 

 

 

 

 

            【国県市指定文化財数】               （平成１８年９月１３日現在、単位：件） 

区  分 国 県 市 合 計 

建造物 3 2 11 16 

絵  画 － － 9 9 

彫  刻 4 7 34 45 

工芸品 － 3 9 12 

書  跡 － 3 － 3 

典  籍 － － 1 1 

古文書 － － 1 1 

考古資料 － － 3 3 

有 形 

文化財 

歴史資料 － 1 3 4 

無形文化財 － － － － 

有形民俗文化財 － － 1 1 民 俗 

文化財 無形民俗文化財 － － 2 2 

史  跡 － 1 14 15 
記念物 

天然記念物 1 3 18 22 

合     計 8 20 106 134 

                                                                            資料：生涯学習課  
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 笠間が誇る、歴史的・文化的資源の保全と活用に取り組み、郷土意識の高揚を

図るとともに、新たな笠間の文化として次代に継承していきます。 

 

 

 

 

文化財       １．文化財の保護と活用 

          ２．資料館等の整備・充実 

          ３．埋蔵文化財保護体制の確立 

          ４．市史の編さん 

 

 

 

 

 歴史的に価値のある文化財の調査研究に努めるとともに、貴重な文化財の

適切な保護と活用を図ります。 

 

〔主な取り組み〕 

◆文化財に関する調査・研究の充実 

◆文化財の公開展示・活用 

◆文化財保護意識の高揚 

 

 

 

 公文書を含む歴史資料等の収集・保存・活用を図るため、学芸員の配置や

歴史民俗資料館の充実と郷土資料館（博物館）などの整備を検討していきま

す。 

 

〔主な取り組み〕 

◆歴史民俗資料館の充実 

◆郷土資料館（博物館）などの検討 

１．文化財の保護と活用 

２．資料館等の整備・充実 
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 埋蔵文化財が適切に保全・活用されるよう、包蔵地の調査や開発などに関

する専門職員の配置を検討し、試掘調査や発掘調査の体制の確立に努めます。 

 

〔主な取り組み〕 

◆埋蔵文化財専門職員の配置・養成の推進 

 

 

 

 笠間地区、友部地区、岩間地区の歴史を後世に継承していくため、新笠間

市史の編さんに取り組み、郷土意識の高揚を図ります。 

 

〔主な取り組み〕 

◆概説笠間市史の編さん 

 

 

３．埋蔵文化財保護体制の確立 

４．市史の編さん 
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② 芸術・文化 

 

 ライフスタイルの変化や余暇時間の増大などに伴って、生きがいや心の豊かさ

が求められ、市民の芸術・文化に対する関心や意欲はますます高まっています。 

 本市ではこれまで、クール・シュヴェール国際音楽アカデミーの誘致や全国子

ども陶芸展、芸術鑑賞会などの開催をはじめ、各公民館を拠点とした展覧会や文

化祭の開催など、市民が身近に芸術や文化に親しめる環境や機会の充実に努め、

笠間の風土を背景とした誇れる芸術・文化の振興に努めてきました。また、姉妹

都市や友好都市との芸術・文化面での交流を積極的に進めてきました。 

 今後も、市民の芸術・文化に対する関心や参加意欲に応えながら、市民主体の

活動を支援していくとともに、成果の発表・鑑賞による市民相互の交流の活性化

や、優れた芸術・文化とふれあえる機会づくりを通して、風土が育んだ文化と新

たな文化の融合を図り、個性と創造性豊かな笠間の文化を創造し、全国に発信し

ていく必要があります。 
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 市民の芸術・文化活動への積極的な参加を促進するとともに、多彩な芸術・文

化とふれあえる機会の拡充を図り、新たな笠間の文化を創造・発信していきます。 

 

 

 

 

芸術・文化       １．市民文化活動の支援 

            ２．芸術・文化事業の推進 

            ３．芸術・文化施設等の整備 

 

 

 

 

 

 市民の芸術・文化に対する関心を高め、主体的な活動の活性化を促してい

くため、各種文化団体の活動を支援し、ネットワークの形成に努めます。 

 

〔主な取り組み〕 

◆文化活動団体への支援 

◆市民文化祭の充実 

 

 

 

 学校や企業等と連携しながら、世代間、地域間などの文化交流を推進する

イベントを開催と定着化を図ります。 

 特に、平成 20 年開催の「第 23 回国民文化祭・いばらき 2008」を契機に、

市民の文化活動への参加の機運を高め、地域文化の振興を図ります。 

 

〔主な取り組み〕 

◆クール・シュヴェール国際音楽アカデミーの開催支援 

◆全国こども陶芸展の開催 

◆芸術鑑賞事業の推進 

◆「笠間・炎の祭典」「ストーンフェスティバル」の開催 

 

１．市民文化活動の支援 

２．芸術・文化事業の推進 
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 既存の文化施設などの適切な維持・管理と有効活用を図るとともに、新た

に芸術・文化活動の拠点となる市民ホール等の整備に向けた検討を行います。 

 

〔主な取り組み〕 

◆市民ホール等の整備検討 

３．芸術・文化施設等の整備 
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③ 国際化 

 

 近年の交通・情報通信技術の進展に伴い国際化が急速に進み、多くの自治体で

活発な国際交流が展開されています。 

 本市ではこれまで、国際交流協会などの関係団体と連携しながら、国際交流事

業や国際理解教育を進めてきました。また、訪れる外国人を快く迎えるため、観

光通訳ガイドの養成を行ってきました。 

 今後も、観光や産業、教育・文化・スポーツなど、市民生活のさまざまな分野

に広がる身近な国際化を的確に受け止める環境づくりを市民とともに取り組み、

国際化時代に対応できる人づくりを進めていく必要があります。 
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 市民の国際理解を促進するとともに、人材の育成や外国人が住みやすい環境の

整備など、国際化に的確に対応したまちづくりを進めます。 

 

 

 

 

国際化       １．国際化に対応した体制づくり 

          ２．交流事業の推進 

 

 

 

 

 

 

 国際感覚を育成するため、外国人とのふれあい交流を通じた国際理解教育

の充実を図ります。また、外国人が親しめるまちとして、外国語版のパンフ

レットやホームページ等の作成を推進するとともに、行政窓口における外国

人対応の充実や、観光案内のための人材の育成を推進します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆国際理解教育の充実 

◆外国語表記の公共サインの推進 

◆外国人に対応した生活情報の提供及び相談窓口の充実 

◆観光通訳ガイドの育成・支援 

 

 

 

 市内在住の外国人と市民がふれあう国際交流事業を促進します。 

 特に、イベントなどを通じた国際交流の機会の充実を図るとともに、市内

の地域資源や文化・スポーツなど多様な活動を生かした交流を促進します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆市民を主体とした国際交流事業の充実 

◆文化・スポーツなどさまざまな分野での交流の促進 

１．国際化に対応した体制づくり 

２．交流事業の推進 
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第６章 人と地域、 絆
きずな

を大切にした元気なまちづくり 

〔自治・協働〕 

１．一人ひとりが尊重しあう心を育みます 

① 人権尊重 

 

近年、子どもや高齢者への虐待、いじめ、女性への暴力（ＤＶ）や嫌がらせな

ど、人権に関わる事件・事故は依然として後を絶たず、生命にも関わる大きな社

会問題ともなっています。 

 人権に関わる複雑多様な問題を解決し、平等で平和な社会を築いていくために

は、あらゆる視点から人権について学び、意識を高めながら、国籍や性別、年齢、

障害の有無などに関係なく、だれもがその個性や能力を発揮し、対等な個人とし

て社会参画できる環境をみんなで築いていくことが重要です。 

 本市ではこれまで、講演会や街頭キャンペーンなどの活動を通して、人権に対

する意識の啓発を進めるとともに、福祉や教育などさまざまな部門における人権

教育の実施や相談体制の充実に努めてきました。 

 今後も、あらゆる機会を通して一人ひとりが尊重しあう心を育みながら、平等

で平和に暮らせる社会の実現に取り組んでいく必要があります。 
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 一人ひとりが尊重しあい、心豊かに共に生きる平等で明るく住みよい社会の実

現を目指し、人権や社会平和に関する学習・啓発活動を推進していくとともに、

適切に対応できる体制の充実を図ります。 

 

 

 

 

人権尊重       １．人権施策推進基本計画の策定 

           ２．人権意識の高揚・啓発 

           ３．人権相談体制の充実 

 

 

 

 

 

 人権施策の指針となる人権施策推進計画を策定し、市民とともに実践して

いきます。 

 

〔主な取り組み〕 

◆人権施策推進基本計画の策定 

 

 

 

 関係機関との連携を強化しながら、人権に関する講演会等の開催などを通

して啓発活動を推進し、市民の人権意識の高揚を図ります。 

 

〔主な取り組み〕 

◆街頭啓発キャンペーンの実施 

◆講演会等の開催 

◆関係機関との連携強化 

 

１．人権施策推進基本計画の策定 

２．人権意識の高揚・啓発 
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 市民の抱えるさまざまな人権に関する問題を解決に導いていくため、人権

相談体制の充実を図ります。 

 

〔主な取り組み〕 

◆特設人権相談の開設 

３．人権相談体制の充実 
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② 男女共同参画社会 

 

 少子高齢化の進展や社会情勢の急激な変化に対応していくため、男女が社会の

対等な構成員としてあらゆる分野に共に参画し、個性と能力を十分に発揮して充

実した生き方を選択できる社会の実現が強く求められています。このためには、

これまでの性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく社会制度・慣行など

が平等な社会参画を妨げることのないよう、男女共同参画に関する理解と関心を

深め、一人ひとりが考え行動できる社会環境を築いていく必要があります。 

 本市ではこれまで、国や県、他市町村と連携しながら、男女共同参画に関する

セミナーやフォーラムの開催など、男女共同参画意識の高揚に向けた取り組みを

進めてきました。 

 今後も、家庭や地域、職場などのあらゆる分野において、男女が互いに尊敬し

あい、自らの意思と責任により社会に参画し、活躍できる体制づくりに取り組ん

でいく必要があります。 
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 男女が互いに尊敬しあい、個性や能力を発揮して、社会のあらゆる分野に対等

に参画していく男女共同参画社会の実現を目指します。 

 

 

 

 

男女共同参画社会       １．男女共同参画意識の啓発 

               ２．男女共同参画の環境整備 

               ３．男女共同参画推進体制の整備 

 

 

 

 

 

 男女共同参画に関する学習機会や教育の充実を図り、意識改革と慣行を見

直していきます。 

また、男女間におけるあらゆる暴力の根絶を目指します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆男女共同参画に関するフォーラムやセミナー等の開催 

◆女性のための相談窓口の整備 

 

 

 

 

 家庭や地域、職場をはじめ、地域社会におけるさまざまな分野での男女共

同参画を推進します。 

また、男女が共に生き生きと働くことができるよう就労支援を推進します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆各審議会等における女性の登用促進 

◆女性リーダー養成事業の推進 

◆男女共同参画推進拠点機能の整備 

◆男女共同参画推進事業所との協定 

◆育児・介護休業制度の周知 

１．男女共同参画意識の啓発 

２．男女共同参画の環境整備 
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男女共同参画基本計画の進行管理や情報公開、適切な評価などを推進する

とともに、さらなる推進体制の整備・充実に努めます。 

 

〔主な取り組み〕 

◆男女共同参画審議会及び推進会議の設置・充実 

◆男女共同参画研修機会の充実 

◆男女共同参画基本計画の推進 

 

３．男女共同参画推進体制の整備 
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２．地域の大切さを知り、協働による地域づくりを進めます 

① 市民協働 

 

 多様化する市民の期待や要望に適切に対応しながら、納得のいくサービスを提

供していくためには、相互の役割を改めて確認しながら、市民と行政の新しい関

係を築いていくことが必要です。このためには、市民一人ひとりが計画や施策の

内容を理解し、参画できる体制を築いていくことが重要であり、今までの市民と

行政の関係を見直し、より良いパートナーシップのもと、それぞれの責任をしっ

かりと果たしながら「協働」のまちづくりを進めていく必要があります。 

 本市ではこれまで、各種計画づくりに際してのアンケート調査やパブリック・

コメントなどを通して、積極的な市民参加を推進してきました。また、市民によ

る市民のための講座として、まちづくり出前講座・市民編を開設しました。 

 今後も、まちづくりの担い手としての市民の意識を高め、協働を基本として行

政のさまざまなプロセスへの市民参加を進めていく仕組みを整えるとともに、市

民の主体的なまちづくり活動を支援していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「協働」・・ 目的、長所・短所など性格の異なる主体が、対等な立場で、共通の目 

標に向かって協力すること 
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 市民と行政がそれぞれの役割を認め合い、協力し合う協働のまちづくりを目指

し、推進体制の確立や市民参画機会の拡充を推進します。 

 

 

 

 

市民協働       １．協働のまちづくりの推進 

           ２．市民参加機会の拡充 

           ３．市民活動・NPO 活動の促進 

           ４．市民憲章の推進 

 

 

 

 

 市民がまちづくり活動を行う上で必要な情報の収集と提供を進めます。 

 また、行政と市民の協働のまちづくり推進システム構築に向けて、まちづ

くり条例等の制定や協働のまちづくりモデル事業を推進します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆情報の一元的集約とその提供システムの確立 

◆出前講座の人材確保と講座の充実 

◆協働のまちづくり検討研究組織の設置 

◆協働のまちづくりの指針・条例の制定とモデル事業推進の支援 

 

 

 

 ホームページや広報紙を活用した市民の意見・提案の聴取など、広報・広

聴活動の充実を図りながら、市民の意見や提案を市政に反映させる施策の充

実に努めるとともに、参加機会の拡充を図ります。 

 

〔主な取り組み〕 

◆インターネットや広報紙を活用した情報受発信の推進 

◆パブリック・コメント制度の活用 

１．協働のまちづくりの推進 

２．市民参加機会の拡充 
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 さまざまな市民活動や団体への支援を図るとともに、ＮＰＯ団体の設立を

支援します。また、市民の主体的なまちづくりを支援する市民活動支援セン

ターの設置を図ります。 

 

〔主な取り組み〕 

◆市民活動や市民活動団体への支援 

◆市民活動支援センター設置の支援 

 

 

 

 市民憲章を推進するため、市民憲章推進団体の組織化を図り、市民と行政

の協働事業を推進します。 

 

 

〔主な取り組み〕 

◆市民憲章推進団体の組織化 

◆市民憲章推進事業の実施 

 

３．市民活動・NPO 活動の促進 

４．市民憲章の推進 
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② 地域コミュニティ 

 

 急速に進展する少子高齢化や核家族化の進行、価値観の多様化、情報化の進展

などを背景として、地域における連帯感や助け合い意識の低下、地域自らの問題

解決力の低下などが問題となっています。 

 本市ではこれまで、自治会などを中心に地域の伝統的な祭りや行事などが維持

され、さまざまな自治活動を推進してきました。また、身近な地域を学び、知り、

楽しみながら地域の活動に積極的に参加していくという市民の主体的な活動も

展開されています。 

 今後は、より身近な地域における特色ある元気な自治活動の母体として、コミ

ュニティ団体やボランティア組織を大切に育み、活動の場の充実を図っていくと

ともに、リーダーの育成や連携・交流のネットワークを強化しながら、自主的・

自立的な地域活動を推進する地域コミュニティを育成していく必要があります。 
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 だれもが気軽に参加できるさまざまな地域活動を通して、地域の 絆
きずな

・連帯感

やコミュニティ意識の高揚を図るとともに、活動の場や施設の整備・充実と有効

活用を進め、元気な地域コミュニティの育成・活性化を図ります。 

 

 

 

地域コミュニティ       １．コミュニティ活動の活性化 

               ２．コミュニティ施設の整備・充実 

 

 

 

 

 

 自主的・主体的なコミュニティ活動を支えるボランティアや、活動の核となる

人材の育成を図るとともに、地域コミュニティ活動団体の設立や活動を支援しま

す。また、行政情報の提供や地域での交流の活性化、地域コミュニティの活性化

に向けて、行政区組織を支援します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆コミュニティ活動団体の育成・支援 

◆ボランティア、地域リーダーの育成 

◆アダプト・プログラム（里親制度）の検討 

◆行政区組織充実のための支援 

 

 

 

地域コミュニティの拠点として、集会施設などの計画的整備・改修に努め、

必要な補助を行います。 

また、コミュニティ助成事業の周知と有効活用を図ります。 

 

〔主な取り組み〕 

◆コミュニティ活動施設の充実 

◆コミュニティ備品等の充実 

１．コミュニティ活動の活性化 

２．コミュニティ施設の整備・充実 
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３．自治を育み、創造的な行政運営を推進します 

① 広報・広聴 

 

 市民参加による協働のまちづくりを進めていくためには、市民に分かりやすい

情報を提供し、市の諸施策を明快に説明していくとともに、市民の意見や要望を

適切に受け止めていくことが重要です。 

 本市ではこれまで、情報公開条例を制定し、市民の知る権利を保障するととも

に、広報かさまやお知らせ版、ホームページなどを通して、行政情報や生活情報

などのさまざまな情報を市民が迅速・容易に得られるように努めてきました。ま

た、広聴活動では市政懇談会や電子メール、ご意見箱などを通した市民の意見や

要望も参考にしながら、まちづくりを進めています。 

 今後も、個人情報や情報セキュリティに配慮しながら、積極的な広報活動によ

る正確で迅速な情報提供に努めるとともに、市民ニーズの的確な把握と、市民の

意見を市政に反映できる体制づくりを推進していく必要があります。 
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 市民の知る権利を保障するとともに、市民と行政とが互いに情報を共有し、協

働のまちづくりが進められるよう、正確で迅速な行政情報の積極的な発信や市民

の意見・提案を的確に把握する仕組みを整え、広報・広聴活動の充実を図ります。 

 

 

 

 

広報・広聴       １．情報公開の総合的な推進 

            ２．広報活動の充実 

            ３．広聴活動の充実 

 

 

 

 

 

 市民の知る権利を尊重し、公文書の公開を請求する権利を保障するととも

に、電子文書管理システムの導入などにより、市政に関する情報をより正確

で迅速に提供できる体制づくりを推進します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆電子文書管理システム等の導入検討 

◆情報公開の総合的な推進 

 

 

 

 市民にとって親しみやすく、見やすい広報紙やホームページづくりなど、

広報活動の充実を図ります。また、広報紙やホームページの企画・編集への

市民参加について検討していきます。 

 

〔主な取り組み〕 

◆見やすいホームページの運営・管理 

◆見やすく、分かりやすい広報紙の編集 

◆市民記者制度等の導入の検討 

 

１．情報公開の総合的な推進 

２．広報活動の充実 
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 あらゆる機会やさまざまな場の充実を通して、市民の声が市政に反映でき

る仕組みづくりを進めます。 

 

〔主な取り組み〕 

◆市政懇談会等の開催 

◆ホームページや意見箱を活用した市民の意見・提案の収集 

 

 

 

３．広聴活動の充実 
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② 行政運営 

 

 地方分権の進展に伴い、地方公共団体はこれまで以上にスリムで効率的な行政

運営や自らの責任と判断による自主的・自立的な行政運営が求められています。

一方、少子高齢社会の到来や高度情報化、国際化などの社会情勢の変化、価値観

の多様化に伴う市民ニーズへの対応など、行政の取り組むべき課題もますます多

様化・複雑化してきています。 

 本市では、合併を経て、行財政改革大綱や集中改革プランの策定とこれに基づ

く行政評価システムや指定管理者制度の導入の検討などを進め、行財政改革に積

極的に取り組んでいます。 

 今後も、行財政改革大綱の方針に基づきながら、徹底した行財政改革を推進し、

市民ニーズや国、県の政策・法制度改革等に適切に対応するとともに、市民が真

に求める、高度で分かりやすい行政サービスの提供に向けて、柔軟で横断的かつ

効率的な行政運営を進めていく必要があります。 

 

 

 

【部局別職員数】                                    （各年４月１日現在、単位：人） 

区 分 平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度

総  数 920 908 889 850 828 

市長部局 464 466 462 457 468 
 

教育委員会 155 148 142 138 125 

議会事務局 11 11 11 9 7 

公営企業 141 131 123 118 96  

消 防 149 152 151 128 132 

※公営企業欄は、病院・水道・下水道・その他（国保、介護保険等）の各部門。               資料：職員課 
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 時代の変化に柔軟に対応した弾力的な行政機構の改革を推進し、多様化・高度

化する行政需要に対応できる効率的で効果的な行政運営を進め、行政サービスの

向上を図ります。 

 

 

 

 

行政運営       １．効率的な行政運営の推進 

           ２．組織機構の適正化 

           ３．職員の意識改革と資質の向上 

           ４．行政事務の効率化・高度化 

           ５．市民サービス・行政手続の効率化 

 

 

 

 

 事業の「選択と集中」により、限りある財源を効率的に活用した施策展開

とその適正な管理に努めます。 

 また、未利用地の活用も含めた庁舎等の適正管理や、公共事業の民営化や

民間委託など、合理的な管理・運営に努めます。 

 

〔主な取り組み〕 

◆行政評価システムの導入・運用 

◆指定管理者制度の導入検討 

◆庁舎等の適正管理及び有効活用 

 

１．効率的な行政運営の推進 
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 柔軟で横断的かつ効率的な行政運営を図るため、行財政改革大綱に基づき

組織機構の見直しと適正化を図ります。特に、定員モデル値や類似団体との

比較分析等を踏まえ、定員の適正化を図ります。 

 また、厳しい地方行財政の状況を踏まえ、給与制度とその運用や水準の適

正化を推進します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆組織機構の見直し 

◆定員適正化計画の策定 

◆給与制度の適正化 

◆人事評価制度の適正な運用 

◆専門職員の育成・配置 

 

 

 

 市民の立場に立った行政を推進できる人材の育成のため、職員人材育成基

本方針を策定し、職員の意識改革と一層の資質向上を図ります。 

 

〔主な取り組み〕 

◆職員人材育成基本方針の策定 

◆研修計画の策定・実施 

 

 

 

 庁内情報システムの確立を進め、情報化による行政事務の効率化・高度化

を図ります。 

 

〔主な取り組み〕 

◆新たな業務システムの導入 

 

 

２．組織機構の適正化 

３．職員の意識改革と資質の向上 

４．行政事務の効率化・高度化 
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 各種行政サービスや行政手続の電子化を推進し、市民だれもがいつでも、

どこでも利用できるシステムの構築による利便性の向上と効率化を図りま

す。 

 

〔主な取り組み〕 

◆電子申請、届出サービスの拡充・構築 

◆スポーツ施設予約システムの拡充 

 

５．市民サービス・行政手続の効率化 



 

 - 140 -

 

 

 

③ 財政運営 

 

 近年、景気は回復基調にあるものの、これまで進められてきた三位一体改革を

はじめとして国庫補助負担金の縮小、地方交付税や税源移譲の見直しが進められ、

地方自治体の財政運営は非常に厳しい状況が続いています。また、地方分権の一

層の推進によりさまざまな事務・事業の移譲も進んでいます。 

 本市では、合併を経て、徹底した行財政改革のもと、中・長期財政計画の作成

や各種事業評価、バランスシートなど健全な財政運営に向けた取り組みを推進し

ています。一方、企業所得・個人所得の減少の影響を受け、本市においても市税

滞納額が増加するといった問題も生じています。 

 今後も、社会経済情勢の変化を見極めながら、少子高齢化をはじめ、さまざま

な行政課題に対応していくため、税収や安定した財源の確保、適正な財源の配分、

経常経費の削減に努め、健全な財政運営に努めていく必要があります。 

 

 

 

 

【笠間市の財政状況】                              （各年度決算額、単位：千円） 

区 分 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 

歳 入 26,321,864 24,273,905 26,892,278 

地方税 8,198,391 8,234,326 8,400,174 

地方交付税 6,454,845 5,787,639 5,690,588 

国庫支出金 2,094,283 1,916,001 2,010,904 

地方債 3,184,200 2,385,000 2,439,100 

 

その他 6,390,145 5,950,939 8,351,512 

歳 出 25,567,627 23,494,035 25,319,365 

義務的経費 9,544,001 9,522,849 9,794,779 

人件費 5,148,126 5,097,757 5,258,382 

扶助費 2,204,087 2,351,136 2,363,302  

公債費 2,191,788 2,073,956 2,173,095 

投資的経費 4,562,902 3,186,022 4,298,191 

 

その他 11,460,724 10,785,164 11,226,395 

資料：財政課 
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 多様化・高度化する行政需要や行政課題に弾力的に対応するため、社会経済情

勢の変化を見極めながら、安定財源の確保、計画的・重点的な財源の配分などを

徹底し、健全な財政運営に努めます。 

 

 

 

 

財政運営       １．計画的な財政運営の推進 

           ２．財源の確保 

 

 

 

 

 

 

 計画的な財政運営の指針となる中・長期財政計画を策定し、推進していき

ます。特に、費用効果を考慮し、投資的経費の選択的・重点的な配分を図る

ほか、財源の効率的運用のため経常的経費の節減に努めます。 

 

〔主な取り組み〕 

◆財政計画の策定・公表 

 

 

 

 企業誘致や人口定着の促進など、課税客体の確保に努めます。また、受益

者負担の原則に基づき、使用料などの適正化を図るとともに、地方交付税や

補助金等の有効活用とその確保に努めます。 

 

 

〔主な取り組み〕 

◆収納率の向上と体制の強化 

◆公共料金、施設使用料の見直しの検討 

◆有料広告の推進 

◆広報等によるＰＲの推進 

１．計画的な財政運営の推進 

２．財源の確保 
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④ 広域行政 

 

 交通環境の整備や情報の高度化などに伴い、市民の日常生活圏はますます広域

化し、交流も拡大してきています。多様化・複雑化する広域的ニーズに対応し、

適切な行政サービスを提供していくためには、さまざまな分野において圏域の都

市が協力・連携して広域的な施策や事業を展開していくことが求められています。 

 本市は水戸地方広域市町村圏に属し、周辺市町村とともに、公共施設の広域利

用や共通の問題課題に対応した広域事業に取り組んできましたが、それぞれの行

政分野における効率的な事務処理に向けた事務委託、一部事務組合等による事務

の共同処理についても、サービスの向上に取り組んでいく必要があります。 

 今後は、広域交通環境の整備などに伴う生活圏・交流圏の拡大、新しい時代の

流れや市民のニーズを的確に把握しながら、関連市町村との連携・調整のもと、

効果的な広域行政を推進していく必要があります。 

 

 

【主な広域行政・協議会等】                               （平成１９年３月１日現在）  

名 称 事業内容 構成市町村 形 態 

水戸地方広域市町村圏協議会 
広域市町村圏計画

の推進 

笠間市、水戸市、ひたちなか市、

那珂市、茨城町、城里町、 

大洗町、東海村 

協議会 

筑北環境衛生組合 し尿処理 笠間市、筑西市、桜川市 一部事務組合

茨城地方広域環境事務組合 し尿処理 
笠間市、水戸市、小美玉市、 

茨城町 
一部事務組合

笠間・水戸環境組合 ごみ処理 笠間市、水戸市 一部事務組合

水戸地方広域市町村圏事務組合 老人保健センター 
笠間市、水戸市、ひたちなか市、

常陸大宮市、那珂市、茨城町、 

大洗町、城里町、東海村 

一部事務組合

茨城県市町村総合事務組合 退職手当等 県内全市町村 一部事務組合

笠間地方広域事務組合 斎場、火葬場 笠間市、水戸市 一部事務組合

茨城租税債権管理機構 滞納処分等 県内全市町村 一部事務組合

茨城県後期高齢者医療広域連合 後期高齢者医療制度 県内全市町村 広域連合 

                                               資料：企画政策課  
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 市民の日常生活圏や交流の拡大に伴う行政へのニーズの多様化・高度化に適切

に対応していくため、関係市町村との連携を強化して効果的なサービスを提供す

る広域行政を推進し、個性や特性を生かした魅力ある圏域づくりを進めます。 

 

 

 

 

広域行政       １．広域行政サービスの推進 

           ２．広域行政の研究 

 

 

 

 

 

 

 公共施設の相互利用など、広域的なサービス提供体制の拡充に努めるとと

もに、主体性と創造性を持った広域事業を展開します。 

 

〔主な取り組み〕 

◆水戸地方広域市町村圏協議会における事務事業の推進 

◆公共施設相互利用の推進 

 

 

 

 より効率的で自立性の高い行政運営を目指して、広域行政での対応が必要

な行政サービスについての調査・研究を進めます。 

 

〔主な取り組み〕 

◆既存の一部事務組合の見直し 

◆新たな行政サービスについての調査・研究の実施 

 

 

１．広域行政サービスの推進 

２．広域行政の研究 
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